
千葉市総合交通ビジョン



都市交通は、地域活性化や市民の利便性向上に不可欠な、社会・経済活動の基盤をなすもので

あり、まちづくりにおける大きな柱のひとつとして、重要な役割を担っております。

特に近年、超高齢社会、人口減少社会の到来を迎えるとともに、産業構造の転換や地球温暖化

の進行など、都市を取り巻く環境が大きく変化する中にあって、社会情勢の変化に対応すること

はもとより、将来を展望した新たな交通政策が必要となってまいりました。

そこで、本市では、今後の交通政策の方向性を定め、総合的かつ効率的な都市交通体系を整備

するため、その基本指針となる「千葉市総合交通ビジョン」を策定しました。

本ビジョンにおいては、過度に自動車交通に頼らずに、誰もが快適に移動できる社会の実現を

目指し、「誰もが使いやすい公共交通」「安全に安心して暮らせるまちを支える交通」「まちの魅力

と活力を支える交通」という三つの取組みの基本方向を定め、公共交通の利便性向上や乗継ぎの

円滑化などをはじめとする様々な施策を総合的に示すとともに、将来の骨格的な公共交通ネット

ワークの構築に向けた取組みの方向性を定めております。

今後は、本ビジョンに基づき、市民の皆様をはじめ、交通事業者や関係機関、各種団体の方々

との連携・協働のもと、総合的な交通政策の推進に全力で取り組んで参りますので、市民の皆様

には、一層のご理解・ご協力を賜りますよう、お願い申しあげます。

おわりに、本ビジョンの策定にあたり、貴重なご意見をいただきました、千葉市総合交通ビジ

ョン検討委員会委員の皆様をはじめ、関係各位に厚くお礼を申しあげます。

平成19年11月

千葉市長　　　鶴　岡　啓　一

は　じ　め　に
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序　章�

（1）策定の背景と目的

これまでの交通政策は、人口の増加に伴う交通容量の不足などを背景に、鉄道、モノレール、道路の

整備など、各分野における施設の量的な拡大を中心とした取組みが行われてきました。

しかしながら、今後は人口減少社会や少子・超高齢社会の到来、地球温暖化の進行などの社会情勢の

変化に的確に対応するとともに、まちの魅力と活力の維持・向上を含む総合的な視点からの取組みが必

要となります。

このことから、『千葉市総合交通ビジョン』(以下、「交通ビジョン」という。)では、本市や本市を取

り巻く諸状況の現状や課題などを踏まえ、本市の今後の交通政策における取組みの方向性を明らかにし、

総合的かつ効率的・効果的な交通政策の推進を目指します。

（2）位置づけと構成概要

1）位置づけ

交通ビジョンは、『千葉市新総合ビジョン』や『千葉都市計画　都市計画区域の整備、開発及び保

全の方針』・『千葉市都市計画マスタープラン』（参考資料p61～63参照）で示されている本市のま

ちづくりの方向性や環境・経済など関連する部門計画を踏まえた上で、今後の「交通政策の基本指針」

とします。

千葉市新総合ビジョン�

■基本構想�

■ちば・ビジョン21

千葉市総合�

交通ビジョン�

環境、経済、福祉、防災�
などの部門計画� 

よりよい交通環境の創出に向けた�
分野別計画�（公共交通、交通結節点、道�
路、自転車、地域別など）�に基づく事業�
展開�

千葉市都市計画マスタ�
ープラン�

千葉都市計画�

都市計画区域の整備、�

開発及び保全の方針�
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2）構成概要

交通ビジョンは、次の六つの章で構成し、交通政策の総合的な取組みの方向性を示します。

■第1章　千葉市の概況

交通政策を検討するうえで前提となる社会経済情勢の現況など、本市の概況について整理します。

■第2章　交通の現状と課題

本市における交通の現状と課題について、主に「交通手段」「市民意識」「公共交通への財政支出」

の三つの観点から整理します。

■第3章　交通政策の基本方針

第1章・第2章から導かれる交通政策に関する「基本認識」と、施策体系の幹となる「取組みの基

本方向」を示します。また、取組みにあたっての重要な視点や交通ネットワークの形成について示し

ます。

■第4章　公共交通を活かした交通ネットワークの形成

本市が形成すべき交通ネットワークについて、公共交通を中心に示します。

広域的な方向別交通ネットワークの課題を概観した後、都市内交通ネットワークの基本概念を示し

ます。特に、鉄道・モノレール・幹線的バスで構成する「骨格的ネットワーク」については、本市の

現状や今後の検討の方向性などをより具体的に示します。また、本市の道路の基本的なネットワーク

についても示します。

■第5章　施策の方向と主な取組み

第3章で示した「取組みの基本方向」に沿って、施策の方向や主な個別施策による施策体系を総合

的に示すとともに、施策の概要について説明します。

■第6章　取組みの推進にあたって

各主体の役割と連携のあり方や、今後の具体的な取組みの進め方を示します。



第1章　千葉市の概況

ここでは、千葉市の概況について、以下の七つの項目により整理します。

（1）位置及び地勢

本市は東京湾の湾奥部に面し、千葉県のほぼ中央部に、東京都心

部からは東に約40km、成田国際空港と木更津市（東京湾アクアラ

インの接岸地）からそれぞれ約30kmの距離にあります。

市域面積は約272km2で、地形は花見川などの河川によって刻

まれた低地と台地、東京湾沿いに広がる約34km2の埋立地に区分

されます。全体的に平坦な地形のため、都市の成長とともに市街化

が進みましたが、内陸部には緑豊かな自然環境を有し、大都市であ

りながら緑と水辺に恵まれていることが特長です。

（2）人口・世帯数

本市の人口は約924千人、世帯数は約374千世帯となりました（平成17年国勢調査）。

その推移をみると、昭和50年頃までは隣接町村の編入や、高度経済成長期における臨海部の埋め立

てや内陸部の住宅団地開発などにより大幅に人口が増加しました。しかしながら、近年は増加率が縮小

し、漸増傾向が続いています。今後もその傾向は暫く続きますが、近い将来人口減少に転じることが予

想されています（参考資料p64図A参照）。

また、人口構成をみると15歳未満人口は約128千人（13.8%）、65歳以上人口は約152千人

（16.5%）となっています。65歳以上人口の割合は全国平均より低いものの、急速に増加しており、

平成27年には24.7%に達すると予想されます（図1-1、参考資料p64図B参照）。

図1-1 千葉市の年齢3区分人口と高齢化率

※H17までは実績値、それ以降は推計値。

（出典:国勢調査、千葉市第2次5か年計画策定基礎調査報告書）
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（3）市街地の広がり

本市の市街化区域は129km2（約47%）、市街化調整区域は143km2（約53%）となっています。

その推移をみると、昭和40年頃まではJR総武線や京成電鉄千葉線沿線を中心に市街化が進み、それ以

降は埋立てや団地開発などにより、臨海部や内陸部など周辺部の市街化が進みました。その結果、現在

のDID*面積は市域の約43%となり、その区域には本市の人口の約89%が居住しています（図1-2、参

考資料p64図C、p65表a参照）。

図1-2 千葉市内のDID*の変遷

（出典：千葉市都市計画マスタープラン）

（4）経済

1）商業

本市の事業所数は約8,000事業所、従業者数は約75千人、年間商品販売額は約3兆円となってい

ますが、近年は減少傾向にあります（参考資料p65図D、E参照）。

2）工業

本市の事業所数は約500事業所、従業者数は約20千人、製造品出荷額は約1兆円、付加価値額は

約3,600億円となっています。近年の推移をみると、事業所は減少傾向、従業者数は平成6年から

11年ぶりに増加し、製造品出荷額及び付加価値額は2年連続で増加しています（参考資料p65図F、

p66図G参照）。

3）中心市街地

本市の中心市街地では、歩行者通行量など様々な項目で数値が減少しており、活力の低下が見られ

ます（表1-1参照）。
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項　　目 単位 平成11年度 平成17年度 減少の割合
(a) (b) (b)/(a)×100ー100

歩行者通行量（平日） 人 15,298 13,388 ▲12.5%

歩行者通行量（休日） 人 25,078 23,188 ▲7.5%

事業所数 か所 4,677 4,238 ▲9.4%

従業者数 人 71,003 60,197 ▲15.2%

卸売業者数 店 255 185 ▲27.5%

小売業者数 店 933 825 ▲11.6%

年間商品販売額 万円 86,927,701 64,139,473 ▲26.2%

売場面積 ㎡ 181,277 163,199 ▲10.0%

表1-1 千葉市の中心市街地の状況

4）観光

本市には毎年1,600万人を超える観光入込数があります。入込数の多い施設として幕張メッセ、千

葉マリンスタジアム、千葉神社、稲毛浅間神社、千葉県総合スポーツセンターなどがあります（参考

資料p66図H参照）。

（5）通勤・通学

市内居住者の通勤・通学状況をみますと、市内の事業所や学校に通勤・通学する人が約283千人（全

体の約59%）、東京都内へは約106千人（約22%）、県内の西北部へは約51千人（約11%）となって

います。

また、市内の事業所や学校に通勤・通学する人の状況をみますと、県内他都市からは約151千人、東

京都内からは約13千人など約174千人が市外から通勤・通学しています。

このことから本市が東京のベッドタウンとして、また、県都として県内の拠点になっていることがわ

かります（図1-3、1-4参照）。

図1-3 市内居住者の通勤・通学状況

（出典：平成17年国勢調査）

（出典：歩行者通行動態調査、事業所企業統計、商業統計調査）
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図1-4 市外居住者の千葉市への通勤・通学状況

（出典：平成17年国勢調査）

（6）環境

地球温暖化対策として、本市では、2010年度（目標年度）の温室効果ガス総排出量を2000年度

（現況年度）対比約94%に設定し、可能な限り1990年度（基準年度）を下回るよう抑制することを目

指しています（表1-2参照）。

また、大気汚染や騒音など自動車交通が沿道環境に与える影響を改善するため、本市では、自動車公

害防止計画で、大気汚染物質や自動車騒音が2010年度（目標年度）に環境目標値以下となるよう抑制

することを目指しています（参考資料p66表b参照）。

表1-2 千葉市の部門別温室効果ガス排出量の推移
単位：千トンCO2換算／年

（出典：千葉市地球温暖化対策地域推進計画）

産業部門 13,422 12,395 13,127 94%

業務部門 593 931 939 99%

家庭部門 749 715 968 74%

運輸部門 1,822 2,203 2,378 93%

その他部門 327
552

431
116%

代替フロン等 30 45

総排出量 16,944 16,796 17,888 94%



第1章　千葉市の概況

7

（7）財政

本市の財政状況は、バブル経済崩壊以降の長引く景気低迷により、歳入の根幹である市税収入が伸び

悩む一方、公債費や扶助費などの義務的経費の増加、少子高齢化や環境問題への対応、地域経済の活性

化など時代の要請に的確に対応するため、財政需要は増加し、財政収支は逼迫、その厳しさは年々増加

しています。また、経常収支比率*や実質公債費比率*などの財政指標も高い水準にあるなど財政の硬直

化が進んでいます。

このため、平成18年2月に財政健全化プランを策定し、中長期的な視点に立った財政構造の質的な転

換を図り、慢性的な収支不足の解消と将来にわたり健全な財政運営を目指し、取り組んでいます（参考

資料p66図I参照）。
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第2章� 交通の現状と課題�

ここでは、本市を取り巻く人と物の動きを概観したうえで、本市における交通の現状と課題を、主に

「交通手段」「市民意識」「公共交通への財政支出」の三つの観点から整理します。

（1）千葉市を取り巻く人と物の動き

1）人の動き

千葉市の区間交通量を概観すると、千葉市内々については、中央区を中心とした動きが見られます。

また、千葉市外との動きについては、特に中央区・花見川区・稲毛区・美浜区で東京都や千葉西北部

（市川市、船橋市、柏市、成田市｛旧下総町・大栄町を除く｝など）との結びつきが強くなっている

ほか、中央区では千葉東部（銚子市、東金市、茂原市、勝浦市、館山市など）・西南部（市原市、君

津市、富津市など）との結びつきも強くなっています。このため、東京都や千葉西北部のベッドタウ

ンとしての機能に加え、中央区が広域中心拠点としての性格を有しており、市内から東京・千葉西北

部へ向かう交通や市外から中央区へ向かう交通が多いことがわかります（図2-1参照）。

図2-1 千葉市を取り巻く人の動き（平成10年度）

（出典：東京都市圏パーソントリップ調査※）
※昭和43年以降10年おきに実施されており、直近では平成10年度に実施、次回は平成
20年度に実施予定です。なお、トリップとは、人がある目的のために出発地から到着
地へ移動することで、たとえば「通勤」と「帰宅」はそれぞれ１トリップとして数えま
す。本市の一人あたり平均トリップ数は2.4トリップ（平成10年度）となっています。

【千葉市内々の動き】

【千葉市外との動き】 埼玉県

東京都

神奈川県

千葉西南部

千葉東部

（千トリップ／日）

茨城南部

千葉西北部
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2）物の動き

東京都市圏内における地域間流動を概観すると、千葉市発着の流動は特に大きくありませんが、千

葉西南部から千葉西北部臨海（市川市、船橋市、習志野市、浦安市）・東京区部臨海（中央区、港区、

品川区、大田区、江東区、江戸川区）など、千葉市を通過する大きな流動が認められます（図2-2参

照）。これらの物流のほとんどは貨物自動車によって行われるため、市内の幹線道路に多くの貨物自

動車が通過交通として流入していると考えられます。

図2-2 東京都市圏内の地域間流動量（全品目・純流動・重量ベース。平成15年度）

（出展：東京都市圏物資流動調査）
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(2)公共交通・都市内交通の現状と課題

1）公共交通

ア　鉄道

東京都内や県内周辺都市を結ぶ本市の都市構造上、軸となる交通機関です。特に、本市の人の動き

は東京都内との結びつきが強く、また、県都として県内周辺都市からの流入も多くなっています。

現在、市内の鉄道網はJR線と京成線で構成され、JR線の利用者は1日当り約440千人（18駅）、

京成線の利用者は約43千人（13駅）となり、その推移は近年横ばいです（図2-3、2-4参照）。

しかし、ピーク時の混雑率（最混雑区間）は、JR線で特に高い状況にあり、東京都内にとどまら

ず、千葉駅以南についてもJR内房線・外房線などが混雑しており（表2-1参照）、運行本数や運行時

間帯などを含め、今以上に利便性・快適性を向上させる必要があります。

図2-3 千葉市の鉄軌道の現状

（出典：千葉市都市計画マスタープラン）
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図2-4 千葉市内の鉄道駅の乗車人員（1日当り）

（出典：千葉市統計書）

表2-1 路線別ピーク時の混雑率

イ　モノレール

千葉都心部と内陸部の住宅団地を結ぶ市内交通の基幹的な交通機関として重要な役割を担っていま

す。鉄道に比べ大量性・高速性には劣るものの、専用軌道のためバスと比べ定時性が高く、ある程度

まとまった需要量に対応できる能力を持つほか、環境負荷も低いという特長があります。現在の路線

は、千葉みなと駅から千城台駅及び県庁前駅までの延長約15kmで運行しており、1日に約45千人

（年間で1,624万人）が利用しています。沿線住宅地の高齢化の影響などにより近年の利用者は減少

傾向にありましたが、最近は、中心部での住宅立地などにより増加傾向が見えています（図2-5参照）。

従来、モノレール事業は千葉県と千葉市の共同で進められてきました。厳しい経営状況の中で、モ

ノレールの将来の方向性を検討するため、千葉都市モノレール検討調査委員会*の提言などを受けま

したが、定時性が高く環境負荷の低い公共交通機関としての重要性を踏まえ、県・市・千葉都市モノ

レール株式会社間の協議の結果、会社の経営再建計画や県市共同事業の解消などに関する和解が成立

し、これに基づき千葉都市モノレール株式会社が経営再建を進めるとともに、千葉市が平成18年度

から主体となって事業を進めていくこととなりました。

現在県庁前駅まで供用されている1号線については、平成12年（2000年）の運輸政策審議会答申

第18号において、

○目標年次（2015年）までに開業することが適当である路線として、県庁前～中央博物館・市立

病院前3.4kmが

○目標年次（2015年）までに整備着手することが適当な路線として、中央博物館・市立病院前～

星久喜（バス）ターミナル1.7kmが

位置づけられておりますが、現在、県庁前～市立青葉病院までの間の延伸に向けて、調査・検討

444429

4344
0

100

200

300

400

500

600

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17

ＪＲ（千人）� 京成電鉄（千人）�

路線名 区　　間 混雑率 調査年次

JR内房線 蘇我駅～浜野駅 223% H12

JR外房線 蘇我駅～鎌取駅 167% H12

JR京葉線 葛西臨海公園駅～新木場駅 194% H17

JR総武線（緩行） 錦糸町駅～両国駅 207% H17

JR総武線（快速） 新小岩駅～錦糸町駅 179% H17

※混雑率は各路線の最混雑区間で統計をとっているため、京葉線・総武線は東京都内の数値となっています。
（出典：大都市圏の鉄道サービス水準の実態について、運輸政策審議会答申第18号フォローアップ調査）
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中です。

今後は、利用者増加による経営安定化及びバリアフリー対応や乗継改善などの利便性向上、更には、

「乗って楽しめる」交通機関としての魅力向上などが課題となります。

図2-5 千葉都市モノレールの利用者数（1日当り）

ウ　バス

バスは、高速バスによる都市間の移動から路線バスによる都市内の移動、地区レベルの移動など

様々な形態で幅広く利用されています。特に、内陸部や臨海部に大規模な市街地をもつ本市において

は、都市内交通の重要な役割を担う交通機関です。鉄道やモノレールに比べ大量・高速性、定時性に

は劣るものの、停留所間隔の短さや運行上の柔軟性が高く、きめ細かい輸送サービスの提供が可能で

す。

本市のバス交通は全て民間事業者にて運営され、その運行範囲は主要な鉄道駅を中心にほぼ市内全

域に及んでいます。しかしながら、少子・高齢化の進展や自動車利用の増加に伴い利用者は減少傾向

にあり、運行の維持が厳しい路線も発生しています（図2-6参照）。また、平成14年2月の改正道路

運送法の施行に伴う需給調整規制の廃止（事業への参入・退出などの規制が緩和）以後、6系統の路

線退出が生じましたが、市内全体でみると系統数の増加が見られ、現在は342系統（平成18年度末

時点）のバスが市内を走行しています（参考資料p67図J参照）。

今後は、定時性の確保などによる快適なバス利用の実現や、需要の少ないルートにおけるバス交通

の運営のあり方が課題となります。

なお、本市では、バスの利便性向上のため、ノンステップバスやカードシステムなどの導入への補

助、一部区間での公共車両優先システム（PTPS）*の導入に加え、退出路線をカバーするためのコミ

ュニティバスの運行（2系統）などを行っています。



H2 H12 割合（H12） 増減 増加率
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図2-6 千葉市内のバス利用者数（1日当り）

（出典：千葉市調査）

エ　タクシー

ドア・ツー・ドアで移動でき、個別需要に即応できるなど利便性に優れた交通機関として市内には

約1,900台があります。その役割は幅広く、バスなどの大量輸送機関の補完や移動制約者の日常生活

の重要な交通手段（福祉タクシー・介護タクシー）として利用されています。しかしながら、客待ち

タクシーに起因する交通渋滞などの課題も発生しています（参考資料p67図K参照）。

本市では、JR千葉駅東口周辺の客待ちタクシーによる交通渋滞の改善を図るため、渋滞が著しい

平日夜間、千葉市役所の駐車場の一部を第2タクシープールとして東口タクシープールへの流入を調

整する「ショットガンシステム」を平成17年度から実施し、一定の効果を得ています。

2）自転車・徒歩

ア　自転車

手軽で身近な近距離の移動手段として多くの人に利用されています。市内の通勤・通学者では自転

車利用者が増加傾向にあり、全体の約11%（H12）を占めています。特に近年では健康づくりや地

球環境問題への関心の高まりもあり、自転車利用が見直されつつあります（表2-2参照）。しかしなが

ら、歩行者との接触事故や駅周辺の放置自転車（約15千台）などの課題も発生しています（図2-7参

照）。

表2-2 通勤・通学時における自転車利用

（出典：国勢調査）

148,175

197,929

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17
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140,000

160,000

180,000
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220,000

通勤・通学総数 453,157 464,561 ー 11,404 2.5%

うち自転車利用 45,569 49,284 10.6% 3,715 8.2%
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図2-7 千葉市内の駅周辺の放置自転車数

（出典：千葉市調査）

イ　徒歩

徒歩による移動は、人間の最も基本的な移動手段であり、移動速度が最も遅い反面、最も環境負荷

が低くかつ健康維持にも効果が高いという特長があります。

一方、これまでの道路整備は拡大する自動車交通への対応を中心として行われてきたため、道路に

おける歩行空間の整備状況は十分とはいえず、自動車や自転車との接触の危険性を排除できていませ

ん。したがって、今後の超高齢化社会を見据えた、誰もが安全に安心して利用できる歩行空間の確保

が課題となっており、本市では千葉市交通バリアフリー基本構想*に基づき、歩道の段差解消や視覚

障害者誘導用ブロックの連続設置をはじめとする道路のバリアフリー化を進めています（表2-3参照）。

表2-3 道路特定事業計画におけるバリアフリー経路の整備状況

目標（H22年度末） H16年度末 H17年度末

整備キロ数（km） 58.4 14.9 17.3

整備率（%） ー 25.5 30.2

※道路特定事業計画は、千葉市交通バリアフリー基本構想に基づき平成15年度に策定。
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（3）自動車交通の現状と課題

1）幹線道路の状況

本市の幹線道路は、千葉都心を中心に周辺各都市へ向う放射道路として自動車専用道路の京葉道路、

東関東自動車道水戸線・館山線、千葉東金道路が整備されています。また、国道14号、51号、126

号、357号並びに主要地方道の千葉鎌ヶ谷松戸線、浜野四街道長沼線、千葉大網線などが周辺都市と

の連絡機能を果たしています。しかしながら、自動車利用が拡大する中で、これらの道路や都心部で

は依然として混雑が発生しています。

ア　自動車交通量

昼間12時間の交通量をみると、自動車専用道路では京葉道路、東関東自動車道が5～8万台、一般

道では国道14号、357号が2～5万台の自動車交通量があり、湾岸部を主体とする道路の交通量が多

い状況です（図2-8参照）。

図2-8 千葉市内の自動車交通量

イ　混雑状況

特に混雑度の高い道路は、国道16号、51号、357号、主要地方道では千葉大網線（県道20号）、

長沼船橋線（県道69号）などです。また、ピーク時に混雑が発生する道路として、国道126号、主

要地方道浜野四街道長沼線（県道66号）、市道磯辺茂呂町線などがあります（図2-9参照）。

このような混雑状況が発生する要因として、千葉市から東京方面や千葉西北部に向かう大きな流動

に加え、千葉市以外の発着による通過交通や、物流を担う貨物自動車の主要な幹線道路への集中的な

流入などが挙げられます（参考資料p67図L参照）。対応策として、都心への交通量を分散させる環状

道路の整備が進められていますが、今後の整備には相当の時間とコストが見込まれています。

（平成17年道路交通センサスデータより作成）
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（平成17年道路交通センサスデータより作成）

混
雑
度

1.0未満 1日を通して、混雑することなく円滑に走行できる状態。

1.0～1.25未満 1日のうち、道路が混雑する可能性のある時間帯が1～2時間ある状況。

1.25～1.5未満 ピーク時のみの混雑から日中に連続的混雑が生じる過渡的な状況。

1.5以上 日中に慢性的に混雑している状況。

ウ　都市計画道路の整備状況

現在の都市計画道路の整備率は約69%（平成18年度末時点）と周辺他都市と比べ高くなっていま

すが、放射方向道路に比べ環状道路の整備が十分とは言えず、依然として都市部などで道路混雑が発

生しています（図2-10、表2-4参照）。また、ニュータウンなどの計画的な市街地を除き、十分な道

路空間が確保されているとはいえず、バス・自転車・歩行者などの円滑で安全な移動の妨げとなって

います。

図2-10 千葉市内の都市計画道路整備率と平均旅行速度
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（出典：千葉市統計書、道路交通センサス）

図2-9 千葉市内の道路の混雑状況
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千葉市 69

さいたま市 46

川崎市 64

横浜市 58

東京都区部 61

（出典：都市計画年報）

表2-4 他都市の都市計画道路整備率（平成17年度末）

2）自動車利用の状況

市内の自動車保有台数は年々増加し、約450千台（H17）となっています（図2-11参照）。また、

千葉市の自動車利用の割合は約40%と東京都市圏内の他都市と比較して高い状況にあります（図2-

12、2-13参照）。地域別には、東京方向への通勤では鉄道利用が中心となっているものの、土地利

用密度の低い郊外からの移動や千葉市外各方向から市内への移動などで自動車利用が多くなっていま

す（参考資料p68図M参照）。

自動車は機動性・自由性（時間帯にとらわれない、目的地を自由に選択できるなど）に優れ、個々

の行動ニーズへの対応力が高いほか、都市の産業活動を支える重要な交通手段でもあります。しかし

ながら、近年のライフスタイルの変化などに伴う自動車利用の増加が、交通渋滞や環境問題を引き起

こす原因となっています。

また、自動車による交通事故も重要な課題です。平成18年中の千葉県内の交通事故多発交差点ワー

スト50に本市内の交差点が20か所含まれるなど、依然として市内で交通事故が多く発生しています。

自動車による交通事故の発生総件数はほぼ横ばいですが、高齢者の事故、中でも高齢者の運転によ

る事故が件数・割合ともに増加しています（図2-14、参考資料p68図N参照）。また、事故類型別の

内訳を見ると、車両対車両の事故が中心ですが、歩行者対車・自転車対車の事故の割合が微増傾向に

あります（図2-15参照）。

一方、物流を担う貨物自動車については、湾岸部の東京方面につながるルートや国道16号などで

通行車両に占める割合が高く、交通渋滞の一因となっています（図2-16参照）。また、中心市街地に

おいては、荷捌き駐車などの端末物流を原因とした人と物との混在による交通渋滞や交通安全の低下

などの課題が発生しています。

図2-11 千葉市内の自動車保有台数(軽四輪を含む)
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（出典：千葉市統計書）
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※モノレールは鉄道に含まれる。（出典：東京都市圏パーソントリップ調査）
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図2-14 千葉市内の交通事故件数

（千葉市警察部資料より作成）
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図2-15 千葉市内の交通事故（事故類型別内訳）

（千葉市警察部資料より作成）
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図2-16 通行車両に占める貨物車の割合

（平成17年道路交通センサスデータより作成）

（4）市民意識

これまでの交通に関する調査などで市民の皆様から寄せられた主な意見は次のとおりです。

公共交通の利便性の向上や、生活に密着した視点からの自動車の適切利用や交通安全対策に関する意

見が多く寄せられています。

■「総合交通政策のあり方に関する基礎調査」（H13年度）

目　的
今後の交通政策を検討する上での問題・課題、新たなニーズを抽出し、今後取り組む
必要がある分野と課題を明らかにすること。

ちらしの配布にて市民意見・提案募集を実施:78人(交通現状で今何が問題かを広く聴
取)

区民懇話会、市政モニター、町内自治会長など1,281人にアンケートを実施
(交通施策として今何が重要かを聴取)

市長への手紙、新総合ビジョン策定時の意見募集、新5か年計画策定時の区民・市民
懇話会報告書などから交通関連施策に関する意識や要望について整理

意見募集

有識者
アンケート

既存意見の集約
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目　的
市営バスを持たない中で、様々な社会情勢の変化を背景に、本市の今後のバス交通に
関する基本方針を具体的な支援のあり方なども含めて策定すること。

調査員がバスに乗り込みアンケート票を配布：2,739票（バス利用実態とバスに対す
る意向の把握）

調査員が個別世帯訪問し調査票を配布：1,456票（バス利用実態とバスに対する意向
の把握）

バス利用者
アンケート

沿線住民
アンケート

目　的
生活環境の現状や今後のまちづくりの方向性などについて意見を伺い、「千葉市第2次
5か年計画」策定のための一資料とする。

市内に在住する13歳以上の市民約1万人にアンケートを実施。:3,521票回収。
(生活環境に関する質問、まちづくりに関する質問、5年前との暮らしの比較)

市民意識調査

意見募集やアンケート結果の主な内容は次のとおりです。

〔改善が必要であると感じている施策〕

・鉄道では、「駅および駅周辺の整備（バリアフリー化や乗継ぎ改善）」

・モノレールでは、「運賃の高さ」

・バスでは、「バス停の整備」、「運行状況」、「路線案内」

・各公共交通機関の連携（乗継ぎ改善）

・道路（自動車）では、「路上駐車」、「幹線道路の交通渋滞」、「生活道路の交通安全」

・道路（自転車）では、「駐輪場の整備」、「自転車の走りやすさ」

・歩行者環境では、「歩行者の安全対策」、「歩道等の歩きやすさ」

〔今後の交通政策における重要な視点〕

・高齢者や障害者に配慮した取組み

・交通安全対策への取組み

■「バス交通対策基本調査」（H14年度）

アンケート結果の主な内容は次のとおりです。

〔路線バスをより利用しやすくするための条件〕

・「定時性の確保」、「運行間隔の向上」、「低運賃」、「案内情報の向上」など

■「千葉市第2次5か年計画策定基礎調査」（H16年度）

市民意識調査結果の主な内容は次のとおりです。

〔現在の生活環境や今後のまちづくり施策に関する意見〕

・「市内の道路は歩きやすい」と思う市民の割合は21.8％。（思わない49.6％）

・「鉄道、バス、モノレールなど市内の公共交通の便はよい」と思う市民の割合は44.1％。（思

わない33.5％）

・千葉市をより良くするための交通に係る取組みとして、「身近な生活道路の整備と充実」や

「交通安全対策の充実」、「バスの利便性向上」などを求める声が大きい。



札幌市

仙台市

千葉市

川崎市

横浜市

名古屋市

京都市

大阪市

神戸市

広島市

北九州市

福岡市

バス 路面電車 地下鉄 モノレール 新交通
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（5）公共交通への財政支出

本市における公共交通の事業主体はすべて民間であり、本市は補助などによる事業者への支援や交通

結節点の整備などにより、公共交通の利便性向上を側面から支える役割を担っています。一方、他の政

令指定都市のほとんどが、事業主体として直接公共交通を担っています（表2-5参照）。

したがって、本市はこれまで、公営交通を持たないことにより相対的に財政支出を抑制してきたとい

うことができます。

現在の公共交通の利用者減少傾向への対応や今後の人口減少社会、少子・超高齢社会に対応したコン

パクトなまちづくりが求められる中で、本市としても、公共交通の連携強化・利便性向上による利用促

進に向けてどのような役割を果たすべきかを明確にする必要があります。

表2-5 政令指定都市の公営交通事業など　　　　　　　　　　（○：直営　△：第3セクター）

（6）現状・課題のまとめと解決への方向性

1）現状・課題のまとめ

ア　公共交通の課題　…　利用の減少傾向への対策の必要性

鉄道については、全体の利用状況は横ばい傾向ですが、東京方面の通勤需要を担う路線では混雑が

続いています。

また、モノレールとバスが本市の都市内交通として重要な役割を担っていますが、特にバスについ

ては、自動車利用の拡大に伴い利用者が減少傾向にあり、一部では運行の維持が厳しい路線も発生し

ています。

公共交通は高齢者や若年層などの移動手段として重要であり、また、環境負荷の低い交通手段であ

り、そのサービス水準の維持・向上を図っていく必要があります。一方、乗継ぎ改善のため、各公共

交通機関の一層の連携を求める声もあります。このため、利便性などの向上による利用促進が必要と

なっています。

ー ○ ○ ー ー

○ ー ○ ー ー

ー ー ー △ ー

○ ー ○ ー ー

○ ー ○ ー △

○ ー ○ ー △※

○ ー ○ ー ー

○ ー ○ ー ○

○ ー ○ ー △

ー ー ー ー △

○ ー ー △ ー

ー ー ○ ー ー

※名古屋市の新交通はガイドウェイバス。
（（社）公営交通事業協会「平成17年度公営交通事業決算調」他より作成）
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イ　自転車・徒歩の課題　…　移動空間の安全性・快適性

自転車・徒歩については、移動空間の安全性・快適性が必ずしも十分に確保されていないことから、

安全な自転車走行空間の確保や放置自転車対策のほか、誰もが安全に安心して利用できる歩行空間の

確保が必要となっています。

ウ　自動車交通の課題　…　高い自動車利用の割合と深刻な道路混雑

本市の市街地は、鉄道沿線と郊外の大規模住宅団地などで構成されています。東京都・千葉西北部

などへの広域的な移動や、市内の中心拠点である中央区への移動などの大きな流動が各区の住宅地か

ら発生しており、その多くを自動車交通が担っています。とりわけ、郊外からの移動や千葉市外から

市内への移動において自動車が中心的な交通手段となっており、自動車の分担率は東京都市圏内の他

都市と比べて高い約40％に達しています。これに加え、貨物自動車を含む多くの通過交通が市内に

流入することにより、東京に向かう湾岸部の幹線道路や千葉都心に向かう放射方向道路の多くが慢性

的に混雑しています。このため、自動車交通の整流化や環境負荷の低減の観点から、混雑の緩和が必

要となっています。

エ　自動車利用の更なる拡大に伴う交通環境悪化

自動車は個別ニーズへの対応力や利便性が高いため、現状を放置した場合、今後、更なる自動車利

用の拡大が予想されます。その結果として、道路混雑の悪化、公共交通の利用率低下とこれに起因す

るサービス低下、環境負荷の増大、少子高齢化の進展に伴う高齢者の運転などによる交通事故の増加、

歩行者・自転車の安全性低下など、交通環境の悪化、ひいてはまちの安全性や魅力への影響が懸念さ

れます。このため、関係者の一層の連携に基づき、早急に課題への対応を図る必要があります。

本市の都市計画道路の整備率は、計画的な道路整備により他都市に比べ高い水準に達していますが、

放射方向道路に比べて環状道路の整備が十分とはいえず、また今後の整備には相当の時間とコスト

が見込まれています。そのため、道路整備のみで道路混雑の解消を実現することが難しい状況にあ

ります。

2）解決への方向性　…　公共交通重視の施策展開を

このような状況に的確に対応し、誰もが快適に移動できる、安全に安心して暮らせるまち、魅力と活

力のあふれるまちを実現するためには、公共交通を積極的に利用して自動車交通量の抑制を図ることが

必要です。そのためには、公共交通が、個別の交通手段を超えた連携・協力を強化し、公共交通ネット

ワーク全体としての利便性や魅力を向上させることで、自動車交通から公共交通への転換を促進するこ

とが重要となります。また、公共交通や徒歩の便利なコンパクトな市街地の形成など、まちづくりの側

面からの対策も重要となります。
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（1）基本認識

これまで見てきたように、自動車利用の拡大が続いた結果、道路混雑や環境負荷の増大などの課題が

顕在化しています。特に道路混雑は、バスなど道路を利用する公共交通の定時性・速達性などの利便性

を低下させ、利用低迷につながる要因ともなっており、早急な解決が必要な課題となっています。これ

まで、道路整備を中心に対策が進められてきましたが、厳しい財政状況のもとで、今後は早急な対応が

難しい状況にあります。

一方、少子・超高齢社会の到来に向け、誰もが安全に安心して快適に移動できる交通手段が求められ

ています。また、環境負荷の低減のため、CO2排出量のより少ない交通手段への転換が求められていま

す。

したがって、このような課題を解決し、誰もが暮らしやすい千葉市を実現するためには、過度に自動

車に頼ることなく公共交通の利用を促進することにより、自動車交通の抑制と公共交通の利用拡大を一

体的に実現することが必要です。

ここで、社会経済情勢などの背景を通じて、公共交通の利用促進の必要性をはじめとする、交通政策

に関する「基本認識」を改めて整理します。

1）少子・超高齢社会への対応

日本の総人口は平成17年（2005年）に初めて減少し、今後一貫して減少基調となることが見込

まれています。また、年少人口・生産年齢人口が減少する一方、老年人口は継続して増加し、かつて

ない超高齢社会を迎えると予想されています（参考資料p69図O参照）。

このような少子・超高齢社会に対応するため、子どもや高齢者、また、小さな子どもを連れた保護

者・妊産婦など、誰もが安全・安心に移動できるよう、ユニバーサルデザインの考え方に基づいた快

適な歩行環境や各交通手段の施設整備などが必要です。

2）地球環境問題への対応

産業の発展や生活スタイルの変化に伴う温室効果ガスの増加により地球の気温が上昇傾向にあり、

地球環境をはじめ私たちの日常生活にも大きな影響を与えることが懸念されています。日本では、京

都議定書*にてCO2（二酸化炭素）をはじめとする温室効果ガスの排出量を2008年から2012年ま

でに1990年比6%の削減を行うことを定めました。運輸部門のCO2排出量は全体の約2割を占め、

うち約9割が自動車に起因するなど、CO2排出量の抑制は都市交通分野が抱える重要課題のひとつと

なっています（参考資料p69図P参照）。また、自動車交通は、大都市における大気汚染や沿道にお

ける騒音・振動の要因ともなっています。

このため、CO2排出量の抑制や良好な沿道環境の保持のため、公共交通機関の利用促進などにより、

自動車に過度に依存しない社会の実現に取り組むことが必要です。

第3章� 交通政策の基本方針�
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3）コンパクトな土地利用への誘導

日本の都市では、戦後の飛躍的な人口増加と経済成長とともに、特に昭和40年代以降のモータリ

ゼーションの進展に伴い、市街地の拡大が続きました。しかし、今後の人口減少・超高齢社会におい

てこのまま低密度な市街地が拡大すると、公共交通機関の維持が困難となることが懸念されるほか、

都市施設の維持管理など行政コストの増大、地球環境負荷の増大、中心市街地の衰退などの課題の深

刻化が懸念されます。

今後、近い将来本市も人口減少の基調が想定される状況において、都市の活力や豊かな暮らしを維

持・向上させていくためには、都市の拡大から都市の成熟度の向上にまちづくりの方向性を転換し、

過度に自動車交通に頼らない、徒歩や公共交通をより活用した既成市街地の再編や郊外部の秩序ある

土地利用の維持に取り組むことが重要であり、まちづくりと一体となった交通政策への取組みが必要

です。

4）都市の活性化と再生

将来にわたっていきいきと幸せに暮らしていくためには、本市が本市らしさを保持し、都市として

の魅力や競争力を高めていくことも重要です。そのためには、交通政策の分野においても、人の暮ら

しやすさとともに円滑で活発な経済活動を支え、都市の活性化に寄与する必要があります。

このことから、今ある本市の特長を活かしながら、利用しやすい公共交通ネットワークの形成とと

もに、人と物の双方がスムーズに移動できる活力あふれる都市の実現のため、交通ネック区間を解消

し、放射・環状の基本的な道路ネットワークの完成を図ることが必要です。

また、都市の魅力を高めるためには、交通機関の乗り物としての快適性や楽しさの向上を図るとと

もに、歩いて楽しめるようなまちの仕組みづくりも重要です。

5）既存ストックの有効活用

本市を含め、国と地方はともに極めて厳しい財政状況にあります。バブル経済の崩壊後、景気浮揚

のために累次にわたり行われた経済対策や、社会保障給付の急増下での財源確保への対応の遅れなど

により、国と地方を合わせた長期債務残高は732兆円（平成16年度）に達しています（参考資料

p69図Q参照）。

また、今後の人口減少・超高齢社会では、労働力人口の急速な減少が予想され、生産性の向上が最

重要課題となっています。このほか、既存の公共施設の経年変化に伴う維持更新コストの増大が見込

まれています。

このような状況の中、今まで以上に既存ストックを有効活用するため、交差点改良、乗継ぎ改善や

TDM*手法の活用など、ハード・ソフト施策に総合的に取り組むことなどにより、効率的・効果的・

集中的な投資を行う必要があります。
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（2）取組みの基本方向

以上の基本認識を踏まえ、過度に自動車に頼ることなく誰もが快適に移動できる交通環境を実現する

ため、本市の今後の交通政策における三つの「取組みの基本方向」を示すとともに、取組みにあたって

重要な視点を整理します。

１）取組みの基本方向

自動車に過度に頼らずに移動できるよう、鉄道・モノレール・バスなどの公共交通の使い

やすさに加え、乗継ぎの円滑化などアクセス向上に取り組み、公共交通の利用の促進を図る

とともに、まちづくりと一体となった交通政策を推進します。

公共交通の役割は、今後もその重要性を増すものと考えます。子どもや高齢者、障害者、小さな子

どもを連れた保護者・妊産婦を含むすべての人々の安全・快適な移動手段として、また自動車に過度

に頼らない移動手段として、さらには、公共交通自体の自立的な運用のためにも、利便性向上による

利用促進を図る必要があります。

ア　誰もが使いやすい公共交通

将来にわたって誰もが安全かつ円滑に移動できるよう、快適な歩行環境の整備など、公共

交通や道路のバリアフリー化、市民生活に密着した交通の確保、災害への対応や環境負荷の

低減などに取り組みます。

市民一人ひとりが安全に安心して日常生活を送るためには、誰もが円滑に移動できる交通環境が必

要です。特に、今後の少子・超高齢社会では、より安全で安心な歩行環境と過度に自動車に依存しな

くても移動できる交通環境が必要と考えます。また、元気な高齢者も増え、高齢者の生きがい活動や

地域の社会活動への参画も増加する中で、このような活動意欲を支える点からも、移動のしやすさは

重要です。

イ　安全に安心して暮らせるまちを支える交通

本市の特性から自動車利用の安全性・利便性の確保が欠かせないことから、まちの活力や

地域間競争力の確保などを図るため、周辺都市や市内3都心、各拠点へのアクセス強化など、

基本的な道路ネットワークを始めとする広域・都市内ネットワークの充実に取り組みます。

また、歩いて楽しいまちや乗って楽しい公共交通の実現のため、沿道の景観形成などと一体

となった取組みを図ります。

我が国の経済は長期停滞を脱し、持続的な回復軌道をたどり始めました。また、構造改革や地方分

権が進展し、各地域の自主性・自立性をより求められるようになりました。このことから、地域間競

争の視点からまちの魅力と活力の維持・向上に努める必要があり、交通の分野においてもこれらを支

える取り組みが必要です。

ウ　まちの魅力と活力を支える交通
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2）取組みにあたっての重要な視点

「取組みの基本方向」に基づく具体的な取組みにあたっては、次の点に十分留意することが重要で

す。

ア　各交通手段の特性を踏まえた適切な役割分担

利用しやすく、持続可能な公共交通を実現するためには、各交通手段が持っている特性を踏まえた

適切な役割分担に基づき、ネットワークを形成することが重要です。また、ネットワークの機能を更

に高めるためには、スムーズに乗継ぎのできる交通結節点などを整備することも重要です。

イ　行政・交通事業者・市民の協力・連携

三位一体の改革など地方分権の進展に伴い、地域自らがその特色を生かし、自主的・自立的な行財

政運営により、魅力あふれるまちづくりを行うことが求められています。

そのためには、交通施策の分野においても、行政・市民・交通事業者・企業など多様な主体がそれ

ぞれの役割を果たしつつ、知恵と力を出し合い、これまで以上に協力・連携することが必要です。

（3）交通ネットワークの形成

従来の分野別中心の取組みから総合的な視点からの取組みへの転換にあたっては、交通を、個別の交

通手段を超えて、「交通ネットワーク」という視点から総合的に捉えることが重要となります。また、

自動車利用の増大や少子・超高齢社会への対応、コンパクトな土地利用への誘導、都市の活性化などを

図るためには、過度に自動車に頼らない、公共交通を中心とした交通ネットワークの形成が必要となり

ます。

公共交通ネットワークについては、鉄道・モノレール・バスなど各交通手段の特性に応じた適切な役

割分担に基づき、個々の利便性向上や相互の連携・協力に基づくハード・ソフト両面からの乗継ぎ改善

による既存ネットワークの利便性向上や、新たなネットワークの形成により、ネットワーク全体として

の充実を図る必要があります。

また、道路ネットワークについては、従来の交通容量拡大を主眼とした整備に加えて、バス・モノレ

ールなどの公共交通を支えるという観点からのネットワーク形成が重要となります。

この交通ビジョンでは、続く第4章で、公共交通を中心とした本市の交通ネットワーク形成のあり方

や検討の方向性について詳述します。
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第4章� 公共交通を活かした交通ネットワークの形成�

本章では、本市が形成すべき交通ネットワークについて、公共交通を中心に、基本的な考え方や具体

的な検討の方向性などを示します。

はじめに、本市の交通ネットワークの根幹をなす放射・環状の「交流軸」及び千葉都心・幕張新都

心・蘇我副都心の連携と発展促進のための「3都心の連携軸」の現状と課題を概観します。

次に、各公共交通手段の特性と役割を整理するとともに、これらを踏まえた本市が形成すべき公共交

通ネットワークの基本的な方向性を示します。また、公共交通ネットワークのうち、鉄道・モノレー

ル・幹線的バスで形成する「骨格的ネットワーク」については、公共交通によるネットワーク化を検討

すべきルートを提示し、今後の検討の方向性を示します。

最後に、本市における道路ネットワークの基本的な考え方について、公共交通ネットワークを支援す

る観点を含めながら示します。
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千 葉 都 心←→�

幕張新都心�

�

�

千 葉 都 心←→�

蘇我副都心�

�

幕張新都心←→�

蘇我副都心�

交流軸・3都心の連携軸�
現　　　　　状�

道　　　路� 公共交通�
課　　　題�

3
都
心
の
連
携
軸

�

交
　
　
　
流
　
　
　
軸
�

放
　
射
　
方
　
向
�

�

東　京　方　向�

�

東　葛　方　向�

�

�

成　田　方　向�

�

�

東　金　方　向�

�

�

外　房　方　向�

�

�

�

内　房　方　向�

環　　状　　方　　向�

東関東自動車道水戸線、京葉

道路、国道357号など�

�

国道16号など�

�

�

東関東自動車道水戸線、�

国道51号�

�

�
国道126号や�

千葉東金道路など�

�
�

主要地方道千葉大網線、�

千葉外房有料道路など�

�

�

東関東自動車道館山線、�

国道357号・16号など�
�

地域高規格道路千葉中環状道路

（（都）新港横戸町線・塩田町誉田

町線など）、外環状道路（市道磯

辺茂呂町線など）などを整備中�

�

国道357号、千葉臨海線など�

�

�

国道357号、市道中央赤井町

線など�

�

国道357号、千葉臨海線など�

JR京葉線・総武線（補

完として千葉都市モノ

レール・バスなど）�

�

JR外房線・内房線・

京葉線、バス�

�
�

JR京葉線�

JR総武線・京葉線・

京成線、バス�

�

新京成線、バス�

�

�

JR総武本線、バス�

�

�

バス�

�

�

JR外房線、京成千原

線、バス�

�

�

JR内房線、バス�

�

�

千葉都市モノレール�

・道路の交通渋滞、�

　バスの定時性確保�

・鉄道の混雑�

・道路の交通渋滞、�

　バスの定時性確保�

・道路の交通渋滞、�

　バスの定時性確保�

・鉄道の混雑�

・電車の運行本数の少なさ�

 （成田行）�

・道路の交通渋滞、�

　バスの定時性確保�

・道路の交通渋滞、�

　バスの定時性確保�

・鉄道の混雑�

・通勤時間帯の運行本数の�

　少なさ（京成千原線）�

・道路の交通渋滞、�

　バスの定時性確保�

・鉄道の混雑�
�

・放射方向道路に比べ未整備�

　区間が多く、ネットワーク�

　が形成されていない�
�

・道路の混雑、�

　バスの定時性確保�

・乗継ぎに伴う料金・�

　所要時間の増加�

・道路の混雑、�

　バスの定時性確保�

・電車の運行本数の少なさ�

・JR京葉線新駅の整備�

・道路の混雑�

・JR京葉線新駅の整備�

（1）方向別交通ネットワークの課題

はじめに、広域都市間や市内各拠点間の連携・交流を図る上で根幹をなす方向別交通ネットワーク

（交流軸・3都心の連携軸）を提示します（表4-1、図4-1参照）。道路混雑の解消とともに、鉄道の混雑

解消やバスの定時性確保、乗継ぎ改善などが課題となっています。

表4-1 方向別交通ネットワークの課題
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図4-1 交流軸及び3都心の連携軸
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（2）公共交通ネットワークの形成

ここでは、各公共交通手段の特性と役割について整理するとともに、本市が形成すべき公共交通ネッ

トワークの基本的な方向性を示します。

1）各公共交通手段の特性と役割

最初に、公共交通ネットワークを構成する各公共交通手段の特性と役割を整理します。

ア　鉄道

専用軌道上を走行することにより、高速・大量の輸送を可能とするとともに、高い定時性を確保し

ています。広域的な都市間幹線として、また都市内交通ネットワークの最も基幹的な軸として、公共

交通ネットワークの骨格となる交通手段です。また、CO2排出が少なく環境負荷が低いことも特長で

す。

優れた輸送性能が確保される一方、固定的な線的ネットワーク上の移動に制約されるため、他の交

通手段による補完が必要となります。バリアフリー化については、高架などの上下方向の移動を含む

ホームへの移動経路における対応が必要となります。また、多額の費用を要する新駅の設置に関して

は、関係者間の調整・連携が必要となります。

イ　モノレール

鉄道に比べて速度や輸送力が劣るものの、専用軌道上を走行するため、バスと比べて輸送力や定時

性が高く、ある程度まとまった需要量に対応できる能力を有します。鉄道を補完するとともに、市街

地の広がりに対応した都市内の環状軸の一部を形成しています。また、鉄道と同様、環境負荷が低い

交通手段です。

鉄道と同様、線的ネットワークに制約されます。バリアフリー化についても、施設が高架であるた

め、上下移動を含む対応が必要となります。

ウ　LRT*

モノレールと同様の中速・中量輸送機関で、バスと比べて輸送力や定時性が高くなります。地表に

導入空間が必要となるため、広幅員の道路など整備には一定の条件が必要となります。なお、整備費

用に関しては、道路拡幅を伴わない場合はモノレールに比べ安価となります。

また、環境負荷が低く、低床型車両のためバリアフリー対応に優れるという特性もあります。

エ　バス

道路上を走行するため、鉄道・モノレールと比べて大量・高速性・定時性に劣る一方、停留所の設

置・運行上の柔軟性が高く、よりきめ細かいサービスの提供が可能です。

鉄道やモノレールを補完するほか、需要のあまり大きくないエリアでの都市内幹線として、また市

街地循環などの面的サービスとして、あるいは地域に密着したコミュニティバスとして幅広く機能し

ます。なお、BRT*のように、専用の走行空間を設けて高速性・定時性を確保する事例もありますが、

道路整備費用は多額となります。

バリアフリー化に関しては、ノンステップバスなどの低床型車両の導入などの対応が必要となりま

す。また環境負荷の観点からは、モノレール・LRT対比では環境負荷が高くなるものの、自動車から

バスへの転換はCO2排出量削減に有効な手法となります。

オ　タクシー

少量の人員を対象とし、高速性・定時性については道路混雑などの影響を受け不確実性が高い一方、

運行の自由度が高く、個別ニーズへの適応性が高い交通手段として、都市内幹線・支線を柔軟に補完
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しています。なお、CO2排出量が一般の自動車と同様に高いため、環境負荷低減に配慮した適切な利

用が求められます。

以上の記述を一覧で整理したものが、表4-2です。

表4-2 各公共交通手段の特性と役割

交通�

手段�

特　性　・　役　割�

主な役割�
輸送力・�

速度�
定時性�

走行空間の�

特徴�
環境負荷� その他�

大量�

高速�
鉄道� 高�

高�

・専用軌道�

・固定的な線的�

　ネットワーク�

低い�

・バリアフリー化には上下�
　移動への対応が必要�
・新駅設置には関係者間の�
　調整・連携が必要�

都市間幹線、�

都市内幹線�

モノレール�
中量�

中速�

中量�

中速�

・専用軌道�
　（高架）�
・固定的な線的�
　ネットワーク�

低い�

低い�

高い�

・バリアフリー化には上下�
　移動への対応が必要�

・バリアフリー対応の�
　低床型車両�
・道路拡幅を伴わない場合�
　はモノレールに比べ建設�
　費・運営費が安価�

・ノンステップバスの導入�
　などによるバリアフリー化�
・幹線的交通から地域に密着�
　した交通まで幅広く機能�
・専用の走行空間を設ける場�
　合、道路整備費用は大きい�

・個別ニーズへの適応性が�
　高い�

都市内幹線�

都市内幹線�

都市内幹線・�

支線�

都市内幹線・�

支線の補完�

LRT*

バス�

タクシー�

高～中�
※バス対比�
　高い�

・地表に導入空�
間が必要（広幅�
員道路など）�
・固定的な線的�
　ネットワーク�

中～少量�
中～低速�

少量�
中速�

中～低�
※道路状況�
　に依存�

中～低�
※道路状況�
　に依存�

・道路�
・柔軟性の高い�
　面的ネット�
　ワーク�

・道路�
・柔軟性の高い�
　面的ネット�
　ワーク�

自動車より�
低く、鉄道・�
モノレール・�
LRTより高�
い�
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2）公共交通ネットワーク形成の基本的方向

次に、各公共交通手段の特性と役割を活かした公共交通ネットワークの基本的な考え方を示すとと

もに、ネットワーク形成における本市の主な役割を示します。

ア　公共交通ネットワークの基本的考え方

交流軸や各交通手段の特性・役割などを踏まえ、本市の公共交通ネットワークの基本的な考え方を

示します（図4-2参照）。

公共交通ネットワーク

公共交通ネットワークを支える一人ひとりの交通行動

①　骨格的ネットワーク

②　骨格的ネットワークを補完する都市内交通

広域都市間・都市内交通の根幹である「鉄道」に「幹線的ルート（モノレール・幹線
的バス）」を加えたネットワークを、本市の公共交通の骨格的ネットワークとして位置づ
け、充実を図ります。
ネットワークの機能向上のためには、鉄道・モノレール・幹線的バスそれぞれの利便
性向上はもとより、各交通手段の交通結節機能の向上による各交通手段の連携を図るこ
とが重要となります
骨格的ネットワークについては、3）で本市の具体的なネットワークの現状と今後の
検討の方向性を示します。

市民一人ひとりが、身近な交通行動の中で適切な選択を行うことにより、過度に自動
車に頼らない持続可能な公共交通ネットワークの実現が図られます。
（ア）自転車・徒歩の積極的な利用

駅や乗継拠点から近い住宅地からは、積極的に自転車や徒歩でアクセスすることに
より、環境負荷の低減や地域の公共交通の活性化に貢献します。安全で快適なアクセ
スを支える自転車走行空間や自転車駐車場の確保、歩道整備や段差解消などが重要と
なります。

（イ）自動車の適切な利用
乗継拠点でのパーク＆ライドなどを活用し積極的に公共交通を利用することにより、
環境負荷の低減や地域の公共交通の活性化に貢献します。乗継拠点における駐車場の
確保などが重要となります。

（ア）支線的ルート
住宅地から幹線的ルートに接続するルートで、幹線的バスを除く通常の路線バスに
よって形成されます。定時性の確保や乗継拠点の整備などによる乗継ぎの利便性向上
が、ネットワーク機能の向上のために重要となります。

（イ）コミュニティバス（市街地循環）
既存の路線バスで対応できていないルートで、小型バスなどを利用した市街地循環
サービスを構築します。

（ウ）コミュニティバス（退出路線対応）
郊外部における退出路線への対応として、コミュニティバスの導入を図ります。
なお、地域の実情に応じて、乗り合いタクシーなどコミュニティバス以外の交通手
段の選択も検討します。
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図4-2 都市内交通ネットワークの概念図

①幹線的ルート�

②支線的ルート�

③コミュニティバス�
 （市街地循環）�

④コミュニティバス�
 （退出路線対応）�

⑤自転車・徒歩�

モノレールや幹線的バスを、鉄道駅（生活拠点など）と住宅地を結ぶ都市
内交通の基幹的な交通とする。�

基幹的な交通以外の路線バス。�

既存の路線バスでは対応できていないルートで小型バスなどを利用した新
たなバスサービスを構築する。�

郊外部における退出路線などへの対応として、コミュニティバスの導入な
どを図る。�

駅や乗継拠点周辺の住宅地からは自転車や徒歩を積極的に活用し、過度に
自動車に頼らない。�



第4章　公共交通を活かした交通ネットワークの形成

36

イ　公共交通ネットワーク形成における本市の主な役割

本市の公共交通は、第3セクターによるモノレールを除き、すべて民間が事業主体となっており、

個々の交通手段の形成については各交通事業者の経営判断などに左右されます。

したがって本市は、個々の交通手段の枠を超えた公共交通ネットワークの形成に関する各交通事業

者の取組みに対する支援や交通結節点の整備などにより、利用しやすい公共交通ネットワークの形

成・充実を図ります。

【主な重点施策】

■モノレールや幹線的バスによる公共交通軸の形成に対する支援

■駅前広場など交通結節点の整備などによる支援

■民間バス事業者ではカバーできない地区へのコミュニティバスなどによる支援

■交通事業者が行うバリアフリーなどを促進するための支援

3）公共交通の骨格的ネットワーク

ここでは、図4-2で示した都市内交通ネットワークのうち、公共交通の骨格的ネットワークについて、

より具体的に本市の現状を示すとともに、今後のネットワーク形成の方向性を示します。

これまで、本市では、モノレールを公共交通の基幹として、昭和51年度（1976年度）に策定した

モノレールネットワークのマスタープラン（以下、「モノレールマスタープラン」という。）に基づき整

備を進めてきました。しかし、社会経済情勢の変化に伴い、モノレールマスタープランの策定時に想定

されていた前提条件の多く（将来人口フレーム、需要見込み、鉄道利用率、JR京葉線の位置づけなど）

が現在の状況と異なってきています。また、モノレールの他、LRT・連節バスなどの新たな交通手段の

活用や、ソフト・ハードを含めたバスの有効活用の事例なども具体化してきています。

このため、従来のモノレールマスタープランにかわり、本交通ビジョンにおいて公共交通手段を総合

的に捉え、現状に即した本市の公共交通の骨格的ネットワークの方向を示す必要があります。

このため、鉄道・モノレール・バスの既存ネットワークに加え、モノレールマスタープランで提示さ

れていたルートを含め、公共交通によるネットワーク化を検討すべき幹線的ルートを「検討ルート」と

位置づけて示すとともに（図4-3参照）、各ルートの現状と課題や今後の検討の方向性を示します。
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項　目� マスタープラン当時の想定� 実　績� 現　状�

将来人口フレーム�

需要見込み（千葉市�

関連の発生交通量）�

鉄道利用率�

（徒歩を除く）�

JR京葉線の位置�

づけ�

・105万人（H2）�

・81.5万トリップ（S43※）�

　→380万トリップ（S60）�

・38%（S43※）�

　→50%（S60）�

・173万トリップ（S63※）�

・33%（S63※）� ・33%（H10※）�

・193万トリップ（H10※）�

・82.9万人（H2）� ・92.4万人（H17）�

・旅客化後、快速などの運転により、東京駅に直接乗り�

入れているJR京葉線の役割がますます高まっている。�

・東京への交通に対して、�

JR京葉線よりも、複々線化�

されるJR総武線が大きな�

役割を担うと考えられた。�

【参考】

～モノレールマスタープラン～

本市は、全国でも有数の都市として

成長する過程において、人口増加や産

業の発展にともなう交通需要の増加や

交通混雑の緩和、地域間の有機的な結

合などを図るため、都市交通の新しい

骨格としてモノレールを選択し、昭和

51年度（1976年度）にマスタープ

ランを策定しました。そのルートは右

記のとおりです。

その後、第1期に事業着手するルー

トを検討し、昭和56年より千葉県・

千葉市の共同事業として事業着手、昭

和63年3月にスポーツセンター駅から

千城台駅間が開業したのを皮切りに順

次延伸し、現在は15.2キロの区間で

営業しています（現在の営業区間は図2-3参照）。

～社会経済情勢の変化とモノレールマスタープラン～

モノレールマスタープランにおける将来の想定は、社会経済情勢の変化に伴い、現状と異なって

きています。

※東京都市圏パーソントリップ調査
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図4-3 公共交通の骨格的ネットワーク



運行時間帯
運行本数※

ルート
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図4-3に示した検討ルートについて、現状認識と検討の方向性を次のとおり示します。

検討ルート①：花見川区北部（花見川団地）～幕張本郷・幕張新都心方面

■現状と課題

花見川区北部に位置する花見川団地は、昭和41～43年度に開発された郊外型の大規模住宅団地です。

人口約16,000人（平成19年3月時点、以下同じ）を擁し、高齢化が進んでいます（高齢化率約24%）。

同地区から鉄道にアクセスする場合、市外の京成本線（八千代台駅）方面については、路線バスによ

る利便性が確保されていますが、幕張本郷・幕張新都心方面については、路線バスの本数が十分ではな

く、また武石ICを中心とする道路混雑によって速達性・定時性が低下し、利便性が低い状況です。なお、

武石IC周辺の混雑緩和などを図るため、現在、都市計画道路美浜長作町線・主要地方道千葉鎌ヶ谷松戸

線の拡幅等整備を進めています(一部暫定供用済)。

将来の高齢化進展、まちの活性化や幕張新都心の更なる発展を踏まえ、同地区における公共交通ネッ

トワークを強化する必要があります。

なお、同地区における新たな市街地開発の可能性は低く、交通需要全体の大幅な増加は考えにくい状

況です。

【参考】花見川団地からの公共交通アクセス（路線バス）

■検討の方向性

都市計画道路美浜長作町線・主要地方道千葉鎌ヶ谷松戸線などを活用しながら、幹線的バス路線の形

成を検討します。

■ネットワーク形成による効果

・沿線住民のモビリティ向上、市内外交流の活発化、まちの活性化

・幕張新都心へのアクセス向上、幕張新都心の発展促進

検討ルート②：花見川区北部（こてはし台団地など）～モノレールスポーツセンター駅方面

■現状と課題

花見川区の北部、花見川団地の東側に位置するこてはし台団地は、昭和44～50年度に開発された郊

外型の大規模住宅団地です。人口約7,000人を擁し、高齢化が進んでいます（高齢化率約32%）。昭和

59年度以降開発された横戸台団地（人口約1,700人）や、み春野（人口約2,400人）が隣接しています。

検討ルートの現状・課題と検討の方向性

花見川団地（花見川交番）→八千代台駅 226 26 10 5～23時

総数 通勤ピーク時 昼間

4 1 0 6～18時

32 4 2 6～21時

花見川団地（花見川交番）→海浜幕張駅

花見川団地（花島公園）→海浜幕張駅

※通勤ピーク時：午前7～9時の1時間当たり最大運行本数。昼間：午前10時～午後4時までの1時間当たり平均運行本数。
（千葉県バス協会ホームページ他より千葉市作成、以下同じ）



総数 通勤ピーク時 昼間
ルート

運行本数
運行時間帯
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同地区から鉄道にアクセスする場合、市外の京成本線（勝田台駅）に向かう路線バスが中心となりま

すが、千葉都心方面に向かう公共交通アクセスについては、花見川団地も含めた花見川区北部区域全般

として極めて弱い状況にあります。現在は、国道16号を活用したバスルートがありますが、本数が極

めて少なく、また道路混雑のため速達性・定時性が低下しています。なお、国道16号以外の将来的な

バスルートとしては、都市計画道路長作町浜野町線（現道の拡幅等整備を計画）が考えられます。

将来の高齢化の一層の進展、まちの活性化や千葉都心の発展促進を踏まえた公共交通ネットワークの

強化が必要です。

なお、同地区における新たな市街地開発の可能性は低く、交通需要全体の大幅な増加は考えにくい状

況です。

【参考】こてはし台団地からの公共交通アクセス（路線バス）

■検討の方向性

モノレールとバスの乗継ぎ改善や、都市計画道路長作町浜野町線などを活用した幹線的バス路線の形

成などを検討します。

■ネットワーク形成による効果

・沿線住民のモビリティ向上、市内外交流の増加、まちの活性化

・千葉都心へのアクセス向上、千葉都心の活性化

検討ルート③：モノレールスポーツセンター駅～JR稲毛駅・稲毛海岸駅方面

■現状と課題

モノレールみつわ台駅・動物公園駅の沿線には、みつわ台（人口約14,700人）や萩台町（人口約

1,500人）など多くの市民が生活しています。高齢化については、みつわ台では平均的（約16%）で

すが、萩台町では進んでいます（約32%）。

同地区から東京方面に向かう場合、千葉駅を経由せず直接JR稲毛駅・稲毛海岸駅に向かうルートが

理想的ですが、JR稲毛駅に向かう既存バス路線は本数が多いものの、道路混雑により速達性・定時性

が低下しています。また、スポーツセンター駅からJR稲毛海岸駅への直通バス路線がないため、JR稲

毛海岸駅方面に行く場合は再度バスに乗り換える必要があり、利便性が低い状況です。

本ルートはモノレールマスタープランのルートのため、現状と将来を踏まえた対応策を検討する必要

があります。

なお、稲毛駅や穴川周辺を中心とした活発なマンション開発などに伴い、本ルートの沿線における人

口増加による交通需要の増加が見込まれます。

こてはし台団地（こてはし団地）→勝田台 59 6 3 6～21時

21 3 1 7～20時こてはし台団地（こてはし団地入口）→スポーツセンター駅



総数 通勤ピーク時 昼間

総数 通勤ピーク時 昼間
運行時間帯

運行本数
ルート

第4章　公共交通を活かした交通ネットワークの形成

41

【参考】スポーツセンター駅から稲毛方面への公共交通アクセス（路線バス）

■検討の方向性

当面は、バスとモノレールの乗継ぎ改善など利便性の向上に取り組みます。また、将来的な方向性と

して、需要や採算性などを十分考慮しながら、モノレールを含めた交通システムの導入可能性を検討し

ます。

■ネットワーク形成による効果

・沿線住民のモビリティ向上、市内外交流の増加、まちの活性化

・公共交通の利便性向上、利用者増、持続可能な公共交通ネットワークの形成

検討ルート④：千葉都心（県庁前・市立青葉病院前〈仮〉）～大宮団地・千城台団地方面

■現状と課題

若葉区南西部に位置する大宮団地は、昭和35～42年度に開発された郊外型の大規模住宅団地で、人

口4,900人を擁しています。高齢化が著しく、高齢化率は約40%に達しています。

若葉区北西部に位置する千城台団地は、昭和42～48年度に開発され、人口約19,000人を擁してい

ます。高齢化は約26%と進んでいます。

大宮団地から千葉都心方面に向かうには、主に国道126号を利用したバス路線が確保されていますが、

道路混雑により速達性・定時性が低下しています。

千城台団地については、国道51号などを利用したバス路線が確保されていますが、道路混雑により

速達性・定時性が低下しています。また、モノレール千城台・千城台北駅からのアクセスが可能ですが、

穴川を経由して向かうため、速達性が十分とはいえない状況です。

将来の高齢化の一層の進展、まちの活性化や千葉都心の発展促進を踏まえた公共交通ネットワークの

強化が必要です。

本ルートは、モノレールの既存路線と併せて環状軸を形成する、モノレールマスタープランのルート

として位置づけられており、現状と将来を踏まえた対応策を検討する必要があります。

なお、同地区における新たな市街地開発の可能性は低く、交通需要全体の大幅な増加は考えにくい状

況です。

【参考】大宮団地・千城台団地から千葉都心方面への公共交通アクセス（路線バス）

■検討の方向性

本ルートのうち、モノレール県庁前～市立青葉病院前(仮称)間については、将来需要や採算性などを

十分踏まえ、モノレールを延伸するとともに、バスターミナル機能をもつ乗継ぎ拠点駅として市立青葉

スポーツセンター駅→稲毛駅 226 23 12 5～22時

340 30 20 6～24時稲毛駅→稲毛海岸駅

運行時間帯
運行本数

ルート

大宮団地→千葉都心（千葉駅） 144 14 8 5～23時

190 19 10 5～22時千城台団地→千葉都心（千葉駅）



昼間総数 通勤ピーク時
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病院前駅（仮称）を整備します。

市立青葉病院前（仮称）～大宮団地・千城台駅間については、モノレールとの円滑な乗継ぎを確保し

つつ、幹線的バス路線の形成を検討します。

■ネットワーク形成による効果

・沿線住民のモビリティ向上、市内外交流の増加、まちの活性化

・既存モノレールを補完する環状軸の形成、持続可能な公共交通ネットワークの実現

検討ルート⑤：千葉都心～海浜ニュータウン・幕張新都心方面

■現状と課題

本市の中心的商業地を形成する千葉都心と、研究開発、学術・教育機能、コンベンション施設が集積

する幕張新都心の相互連携は、本市の発展のために重要であり、スムーズな交通アクセスが求められま

す。また、両都心間に位置する海浜ニュータウン（高洲・高浜・真砂・磯辺など）や幕張ベイタウン

（打瀬）では、10万人を超える人々が生活しています。

千葉都心～幕張新都心間の公共交通アクセスは、モノレール（千葉駅～千葉みなと駅）と京葉線、又

は京葉線各駅からのバス路線など、一定の手段が確保されていますが、乗継ぎの利便性が低く、両都心

間の連携が十分とはいえない状況にあります。

両都心間の連携強化による活性化促進のため、本ルートの形成によるネットワークの強化が必要です。

また、本ルートはモノレールマスタープランのルートであり、現状と将来を踏まえた対応策を検討する

必要があります。

■検討の方向性

一定のアクセスが確保されていることから、モノレールにとらわれず、湾岸部の集客施設群と主要駅

とを結ぶ幹線的バス路線の形成を検討します。

■ネットワーク形成による効果

・沿線住民のモビリティ向上、市内外交流の増加、まちの活性化

・千葉都心・幕張新都心間のアクセス向上、都心間連携による相互活性化

検討ルート⑥：幕張新都心（JR海浜幕張駅）～JR総武線方面（幕張本郷駅など）

■現状と課題

幕張新都心とJR総武線方面の公共交通アクセスは、JR幕張本郷駅～海浜幕張駅間で連節バスを中心

に確保されていますが、既に輸送能力が飽和状態に達しているため、新都心の将来の発展状況に応じた

公共交通アクセスを検討する必要があります。

また、本ルートはモノレールマスタープランのルートであり、現状と将来を踏まえた対応策を検討す

る必要があります。

【参考】JR総武線（幕張本郷・幕張）から海浜幕張駅への公共交通アクセス（路線バス）
運行時間帯

運行本数
ルート

幕張本郷駅→海浜幕張駅 414 54 26 6～24時

95 12 5 7～21時幕張駅→海浜幕張駅
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■検討の方向性

広幅員の道路を活用した連節バスの利便性向上を図ります。また、今後の土地利用の動向を踏まえ、

県などと連携しながら、モノレールにとらわれず新たな交通システム（LRT*、BRT*など）の導入可能

性を検討します。

■ネットワーク形成による効果

・総武線方面から幕張新都心へのアクセス向上、新都心の魅力向上・発展促進

新駅A（寒川付近）

■現状と課題

蘇我副都心は、千葉都心・幕張新都心に次ぐ第3の都心として発展が期待されており、蘇我特定地区

（約227ha）における土地区画整理事業やスポーツ公園・球技場の整備、また民間企業による商業施設

やリサイクル施設などの環境関連産業の立地が進められています。

平成17年4月に民間企業による商業施設「ハーバーシティ蘇我」（ネクサス、イトーヨーカ堂、島忠。

敷地面積約14万㎡）が、同年10月にはジェフユナイテッド千葉のホームスタジアムでもある「フクダ

電子アリーナ」がそれぞれオープンし、新しいまちへの変貌を着実に遂げようとしています。

蘇我副都心への公共交通アクセスは、JR京葉線蘇我駅からとなりますが、ハーバーシティ蘇我まで

の距離があるため、現状では多くの来訪者が自動車を利用しており、休日の道路混雑の一因となってい

るほか、「歩いて楽しめるまち」「環境にやさしいまち」としての機能が十分ではありません。

商業施設への公共交通アクセスを強化し、来訪者の利便性向上を図ることにより、蘇我副都心の更な

る発展が期待できます。

■検討の方向性

公共交通を活用した都市を育成するという観点から、蘇我副都心の整備進捗にあわせて、寒川付近に

JR京葉線新駅の設置を促進します。

■期待される効果

・公共交通の利用者増加、交通渋滞の緩和、環境負荷の低減

・公共交通中心のまちづくり、超高齢社会への対応、集客圏域拡大による副都心の発展促進

新駅B（幕張新都心拡大地区）

■現状と課題

幕張新都心拡大地区は、幕張新都心の西側（東京寄り）に位置する業務研究用地を中心とした約

84.5haの地区です。現在は、一部商業施設が立地するほかは主に幕張メッセの駐車場として利用され

ており、開発が進んでいない状況にあります。

現在、幕張新都心ではJR京葉線海浜幕張駅が公共交通のアクセス拠点となっていますが、新都心の

居住・従業人口の増加に伴い、駅乗降客数も順調に増加しています。

したがって、拡大地区の今後の発展状況によっては、海浜幕張駅だけでは対応力が不足する可能性が

あるなど、同地区へのアクセスの利便性向上を図る必要があります。

■検討の方向性

拡大地区の将来計画と連動し、同地区におけるJR京葉線新駅の設置を促進します。
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■期待される効果

・海浜幕張駅に集中する交通アクセスの分散、公共交通の利便性向上

・幕張新都心の利便性向上・発展促進

（3）道路の基本的なネットワークの形成と公共交通

本市では、「地域の社会・経済を支える道づくり」「人と車と地域が共生する道づくり」を目標として、

五つの基本方針（①広域ネットワークの整備②市内のネットワークの整備③ボトルネックの解消④道路

の質の向上⑤交通需要調整の実施)のもとに、県都・業務核都市としての本市の機能強化を図るうえで重

要な広域道路ネットワークの整備や、都市内活動の効率化を図る都市内ネットワークの整備など、国な

どと連携しながら放射・環状方向の道路ネットワークの整備を進めています（表4-3、図4-4参照））。

表4-3 主要路線の主な機能

主要路線名� 主な機能�

首都圏中央連絡自�
動車道（圏央道）�

・横浜市から千葉県木更津市間を環状に結ぶ自動車専用道路。�
・首都圏の広域的幹線道路網を形成し、都市間の新たな交流や都心部の混雑解消�
　を図る。�

東関東自動車道� 【水戸線】　東京都練馬区～（千葉市稲毛区宮野木町）～茨城県水戸市間を結ぶ。�
【館山線】　中央区浜野町～富津市間を結ぶ。�

京葉道路� 東京都墨田区～中央区浜野町間を結ぶ。�
千葉東金道路� 中央区星久喜町～山武市間を結ぶ。�
東京湾岸道路� ・神奈川県横須賀市～千葉県富津市間を結ぶ。�

・湾岸エリアにおける混雑を緩和し、都市活動の効率化を図る。�
第二東京湾岸道路� ・東京都大田区城南島～千葉県市原市廿五里間を結ぶ。�

・湾岸エリアにおける交通量増大への対応を図る。�

千葉中環状道路� ・京葉道路、国道16号（穴川～蘇我）と国道14・357号（幸町～蘇我）を、（都）新港�
　横戸町線、（都）塩田町誉田町線の一部などで結ぶ環状道路。�
・放射状幹線道路の相互連絡により、都心に集中する交通を適切に分散導入する。�

千葉外環状道路� ・若松町などを経由して真砂～蘇我方面を連絡する環状道路。�
・放射状幹線道路の相互連絡により、都心に集中する交通を適切に分散導入する。�

千葉環状道路� ・千葉市の外周部に位置する環状道路。�
・周辺都市部との広域交通を整流化し、大都市としての発展を促進する。�

(都)美浜長作町線� ・幕張新都心と千葉市北部など内陸部との連携強化を図る。�
・武石IC周辺の混雑緩和、ボトルネック踏切の解消（完了）�

(都)塩田町誉田町線�・千葉東南部地区など内陸部と臨海部との連携強化を図る。�
・蘇我特定地区整備の支援�
・京葉道路蘇我IC利用による市原・木更津方面へのアクセス強化�
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図4-4 道路の基本的なネットワーク
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今後は、これまでの五つの基本方針に加えて、バス・モノレールなどの「公共交通を支える道路整備」

という視点からの整備を推進します。現在取り組んでいる都市計画道路網の見直しの中で、「公共交通

を支援する路線」という観点から、公共交通を支える道路については重要路線として評価するとともに、

公共交通の骨格的ネットワークの形成に必要な路線の整備にも配慮して、今後10年間の新たな道路整

備プログラムを策定し、道路ネットワークの形成を目指します。

【今後の道路整備の考え方】

道路整備の基本方針� 強化する視点�

公
共
交
通
を
支
え
る
道
路
整
備
�

　
バ
ス
の
走
行
環
境
改
善
、
駅
前
広
場
整
備
に
よ
る
交
通
結
節
機
能
向
上
�

な
ど
、
公
共
交
通
の
利
用
を
促
進
す
る
道
路
整
備
を
進
め
ま
す
。
�

広域ネットワークの整備�
　首都圏の交通の要衝に位置する千葉市は、広域ネットワークの中でも重要な
位置づけにあり、これに対応したネットワークを整備します。�

市内のネットワークの整備�
　政令指定都市として自立性の高い都市を創造するとともに、市の一体化を進
め、活性化を図っていくためのネットワークを整備します。�

ボトルネックの解消�
　市街地の混雑・渋滞の緩和を図ります。�

道路の質の向上�
　単に自動車走行空間としてだけでなく、安全で快適な道、人が憩いを感じられる道、
情報化を支える道など、道の持つ多様な機能を明確にし、道路の質の向上を図ります。�

交通需要の調整�
　渋滞をなくして快適な移動を実現するために、交通需要の調整に取り組みます。�
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第5章� 施策の方向と主な取組み�

本章では、第3章で示した「取組みの基本方向」に沿って、施策の方向や取り組むべき主な個別施策

による施策体系を示します。なお、この交通ビジョンでは、施策を総合的に示していますが、各施策の

実施手順やスケジュールはそれぞれの状況に応じて異なります。そのため、取組みの効率的な推進のた

めに、別途、これら各施策の実施スケジュールなどを示す必要があります。

（1）施策体系
〈取組みの基本方向〉� 〈施策の方向〉� 〈個別施策名〉�

誰
も
が
使
い
や
す
い
公
共
交
通�

安
全
に
安
心
し
て
暮
ら
せ
る�

ま
ち
を
支
え
る
交
通�

ま
ち
の
魅
力
と
活
力
を
支
え
る
交
通�

■鉄道の混雑率の緩和�
■東京方面へのアクセス向上�
■京成千原線の複線化�
■りんかい線の京葉線乗り入れ�

鉄道の利便性向上�

■モノレールの延伸�
■乗継ぎ拠点の改善�
■パーク＆ライドなどの実施（モノレール駅）�

モノレールの利便性向上�

■バス運行情報の提供�
■バス路線の見直し�

バスの利便性向上�

■ＩＣカードの導入�
■乗継運賃制度の導入�
■乗継ぎ拠点の改善�

乗継ぎの円滑化�

■パーク＆ライドなどの実施�公共交通へのアクセス性向上�

■幹線的バス路線の形成�
■駅前広場の改修など�

公共交通の骨格的�
ネットワークの形成�

■既成市街地の再生�
■公共交通沿線開発�

■エレベーターなどの整備�
■ノンステップバスの拡充�

公共交通を活かした�
コンパクトなまちづくり�

公共交通のバリアフリー化�

■歩道の整備・改良�
■電線共同溝の整備�

道路のバリアフリー化�

■コミュニティバス(退出路線対応)などの拡充�
■放置自転車対策の推進�
■自転車走行空間の確保�

市民生活に密着した�
交通の確保�

■緊急輸送道路などの耐震補強�
■密集市街地の環境整備�災害への対応�

■低公害車の導入促進�
■交通需要調整の実施�
■普及・啓発の推進�

環境負荷の低減�

■アセットマネジメントシステムの導入�道路ストックの適切な管理�

■ボトルネックの改善�
■環状道路の整備�
■交通需要調整の実施（再掲）�

道路渋滞の解消�

■広域道路ネットワークの整備�
■都市内幹線道路ネットワークの整備�
■拠点アクセス道路の整備�
■コミュニティバス(市街地循環)の導入�
■高速バスの拡充�
■海上交通の活用�

広域・都市内ネット�
ワークの充実�

■都心型循環バスの導入�
■端末物流対策�
■トランジットモールの実施�
■新しい交通システムの導入�
■拡大地区新駅の整備�
■寒川新駅の整備�
■総武線の蘇我駅乗り入れ�
■回遊性の高いまちを支える交通環境づくり�

3都心などの魅力向上�
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（2）主な取組み

1）誰もが使いやすい公共交通

ア　各公共交通機関の利便性と乗継ぎの円滑化

過度に自動車に頼らない社会の実現に向けて、公共交通の利用促進を図るため、鉄道の混雑緩和や

モノレールの延伸、バス路線の見直し、IT技術の活用、交通結節点の改善など利便性とアクセスの向

上に取り組みます。

イ　公共交通へのアクセス性向上

自宅などから公共交通へのアクセス向上を図るため、駅や乗継拠点におけるパーク&ライド*やサイ

クル&ライド*、自転車駐車場の整備などを推進します。

ウ　公共交通の骨格的ネットワークの形成

公共交通の利便性向上と利用促進のため、幹線的バス路線の形成や交通結節点の機能改善など、公

共交通の骨格的ネットワークの形成を進めます。

エ　公共交通を活かしたコンパクトなまちづくり

公共交通を軸としたコンパクトなまちづくりのため、鉄道駅周辺の高度利用や鉄道・モノレールの

沿線開発を促進します。

【主な施策】

バス運行情報の提供

交通結節点の改善

鉄道の利便
性向上

鉄道の混雑率緩和 外房線や内房線の混雑緩和を図るため、本数の増便や車両の改善など。
また、総武線については津田沼駅止まりの千葉駅乗り入れ。

東京方面へのアクセ
ス向上

JR内房線快速列車の浜野駅停車やJR外房線快速列車の増発など。

京成千原線の複線化 京成千原線の利便性向上を図るため、沿線の開発状況に応じて、まち
づくりと一体となった複線化を検討する。

（出典：国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h14/H14/html/E2025100.html）

（出典：伊予鉄道株式会社ホームページ　
http://www.iyotetsu.co.jp/company/free/station.html）

駅周辺のバリアフリー化の推進
（エスカレーター、エレベータの設置）

交通広場の整備
ペデストリアンデッキの整備 地下街の整備

地下駐車場の整備

パークアンドライド
駐車場の整備

駅自由通路の整備



第5章　施策の方向と主な取組み

49

施策の方向 個別施策名 概　　　要

鉄道の利便
性向上

モノレール
の利便性向
上

バスの利便
性向上

乗継ぎの円
滑化

公共交通へ
のアクセス
性向上

公共交通の
骨格的ネッ
トワークの
形成

公共交通を
活かしたコ
ンパクトな
まちづくり

りんかい線の京葉線
乗り入れ

幕張新都心・蘇我副都心と東京都心部とのアクセス向上のための、り
んかい線の京葉線乗入れ。

モノレールの延伸 将来需要や採算性を十分踏まえながら、県庁前から市立青葉病院前(仮
称)までの延伸を進める。

乗継ぎ拠点の改善

パーク&ライド*など
の実施（モノレール
駅）

バス運行情報の提供

バス路線の見直し

ICカードの導入

乗継運賃制度の導入

乗継ぎ拠点の改善

パーク&ライド*など
の実施

幹線的バス路線の形
成

駅前広場の改修など

既成市街地の再生

公共交通沿線開発

千葉駅駅ビルの再整備などにあわせ、鉄道とモノレールの乗継ぎ拠点
の改善に取り組む。

スポーツセンター駅のほか、延伸に伴う新駅の整備に合わせ、パー
ク&ライド*やバス&ライド*を実施する。

バスの情報案内を充実するため、バスロケーションシステム*などの導
入を促進。

新設道路の活用など、バス事業の経営や利用者の利便性向上を図るル
ートの見直しなどを地域とともに進める。

公共交通サービスのシームレス化*を進めるため、ICカードの導入を順
次促進。

バスとバスや、バスとモノレールなど複数の交通機関の乗継運賃制度
の導入を検討。

千葉駅駅ビルの再整備などにあわせ、鉄道とモノレールの乗継ぎ拠点
の改善に取り組む。また、駅前広場の改善を進める。

駅や乗継拠点におけるパーク&ライド*やサイクル&ライド*を実施する
とともに、自転車駐車場の整備などを推進。

第4章で述べた公共交通の骨格的ネットワークの形成に向けた検討を
進め、地域ニーズを確認しながら、関連道路の整備や社会実験の活用
などにより、幹線的バス路線の形成に取り組む。

駅前広場の改修など、乗継ぎ改善によるネットワークの機能向上に取
り組む。

駅周辺の土地の高度利用を図るため、鉄軌道駅周辺の既成市街地を中
心に市街地再開発事業などを推進。

地区計画や条例により、JR、私鉄やモノレールの沿線開発を促進し、
駅を中心とした徒歩生活圏の形成を図る。

※現状で考えられる施策を抽出しました。今後、実現に向けては交通事業者など関係者との調整が必要です。



イ　市民生活に密着した交通の確保

人口減少や超高齢社会に伴う路線バスの撤退地域などにおける市民の足や自転車利用の安全確保に

取り組みます。

ウ　災害への対応

災害対策の充実を図るため、緊急輸送道路の確保や密集市街地における基盤整備などに取り組みま

す。

エ　環境負荷の低減

CO2排出量の抑制や良好な沿道環境の保持のため、八都県市などの広域的な連携も踏まえ、低公害

車の導入・普及促進やエコドライブ*の推進など自動車そのものの環境負荷の低減を図るほか、交通

需要調整や継続的な意識啓発により自動車利用の抑制と公共交通の利用拡大を図ります。

オ　道路ストックの適切な管理

道路は、社会・経済活動を支える社会基盤として整備が進められ、本市においても一定の道路スト

ックが形成されています。これらのストックを適切な時期に補修をしなければ将来に大きな負担が生

じる恐れがあります。このため、個別の損傷対応のみならず、事前の状況把握などに基づく早期の対

応による延命化を図り、トータルコストを抑制するなど、戦略的な道路管理などに取り組みます。
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コミュニティバス

（出典：「道路構造令の解説と運用」）

自転車走行空間の確保

(b) カラー舗装等で通行帯を区分(a) 物理的に通行空間を分離
図2ー6 自転車と歩行者の通行空間の区分の方法

2）安全に安心して暮らせるまちを支える交通

ア　公共交通・道路のバリアフリー化

誰もが安全に安心して移動できるよう、駅のエレベーター整備や歩道の段差解消、放置自転車対策

などに取り組みます。

駅のエレベーター整備

歩道の段差解消



施策の方向 個別施策名 概　　　要

公共交通の
バリアフリ
ー化

エレベーターなどの
整備

JR線や京成線、モノレールの駅舎などにおけるエレベーターなどの整
備を順次推進。

ノンステップバスの
拡充

高齢者などが利用しやすいノンステップバスの導入を順次促進。

歩道の整備・改良 子どもや高齢者、また小さな子どもを連れた保護者・妊産婦などが安
心して歩行できるための歩道整備や段差解消に順次取り組む。
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道路のバリ
アフリー化

市民生活に
密着した交
通の確保

電線共同溝の整備

コミュニティバス
（退出路線対応）な
どの拡充

景観の向上と憩い空間の創出を図るための、電線類の地中化を順次促
進。

交通の不便な地域などで日常生活の交通手段を確保するため、コミュ
ニティバスの導入を促進。また。デマンドバス*、乗合タクシーなどの
地域の状況に対応した交通の導入を検討。

災害への対
応

環境負荷の
低減

道路ストッ
クの適切な
管理

放置自転車対策の推
進

放置自転車対策としての自転車駐車場の新設、既設の立体化などの推
進。また、利用者の交通安全意識と交通マナーの向上のため、継続的
な啓発を行う。

自転車走行空間の確
保

安全性の向上を図るため、既存の道路空間における整備の方向性を検
証するため社会実験などを活用するとともに、その結果を踏まえた取
組みを進める。

緊急輸送道路などの
耐震補強

密集住宅市街地の環
境整備

低公害車の導入促進

交通需要調整の実施

普及・啓発の推進

アセットマネジメン
トシステム*の導入

大規模な震災時の救助活動に大きな役割を果たす緊急輸送道路を確保
するため、橋梁の構造強化を図る。

無秩序な市街化の進行による密集市街地などにおいて、道路や公園な
どの公共空間の確保を進める。

低公害車の市公用車への率先導入を図るとともに、低公害車の導入に
対する補助・融資による支援を行う。

渋滞をなくし快適な移動の実現と環境負荷の低減に寄与するため、パー
ク&ライド*やモビリティマネジメント*など、交通需要の調整を図る取組
みを進める。また、客待ちタクシーの渋滞解消について、JR千葉駅にお
けるショットガンシステムの効果を検証しながら、検討を進める。

区民まつりや東京モーターショーなどで、低公害車やエコドライブ*の
紹介を行うとともに、広報などにより、公共交通の利用促進に向けた
継続的な意識啓発を行う。

費用対効果の高い維持管理を行うため、道路を資産と捉えたアセット
マネジメントシステム*の導入を検討。

※現状で考えられる施策を抽出しました。今後、実現に向けては交通事業者など関係者との調整が必要です。

【主な施策】
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連節バス

LRT*

（出典：富山市ホームページ
http://www8.city.toyama.toyama.jp/kanko/photo/photo01.html）

3）まちの魅力と活力を支える交通

ア　道路渋滞の解消

自動車やバスなど円滑な道路交通を図るため、ボトルネック*の改善や交通需要調整の実施など渋

滞対策に取り組みます。

イ　広域・都市内ネットワークの充実

東京都内や周辺都市、市内3都心、生活拠点などへのアクセス向上を図るため、鉄道やバスの利便

性向上や、地域高規格道路、市内の幹線的道路の整備などに取り組みます。

ウ　3都心などの魅力向上

千葉都心・幕張新都心・蘇我副都心などの魅力向上及び発展促進のため、新しい交通システムなど

の都心の特性に応じた交通手段の導入を検討するとともに、鉄道新駅の整備、歩いて楽しめるまちの

仕組みづくりなど、交通の側面から魅力あるまちづくりを支援します。

ボトルネック*の改善

パーク＆ライド*

高規格道路

付加車線

4車線化
立体交差化

交差点改良

駅前再開発

駐車場

踏切の立体交差化

バイパス

ボトルネック
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【主な施策】

施策の方向 個別施策名 概　　　要

道路渋滞の
解消

広域・都市
内ネットワ
ークの充実

3都心など
の魅力向上

ボトルネック*の改
善

交通の円滑化を図るため、交差点の改良や鉄道との立体交差などを順
次進める。

環状道路の整備 千葉都心部の通過交通を排除し、都市活動の円滑化・効率化を図るた
め、千葉中環状道路や磯辺茂呂町線などの環状道路の整備を進める。

交通需要調整の実施
（再掲）

広域道路ネットワー
クの整備

都市内幹線道路ネッ
トワークの整備

拠点アクセス道路の
整備

コミュニティバス（市
街地循環）の導入

高速バスの拡充

海上交通の活用

都心型循環バスの導
入（千葉都心）

端末物流対策（千葉
都心など）

渋滞をなくし快適な移動の実現と環境負荷の低減に寄与するため、パー
ク&ライド*やモビリティマネジメント*など、交通需要の調整を図る取組
みを進める。また、客待ちタクシーの渋滞解消について、JR千葉駅にお
けるショットガンシステムの効果を検証しながら、検討を進める。

首都圏における分散型ネットワーク構造の形成や地域の連携を支える道路
として、国が策定する中期計画などを踏まえながら、地域高規格道路など
の整備を進めるとともに、高速道路へのインターチェンジの設置を促進。

政令指定都市として自立性の高い都市を創造するとともに、バスなど
の公共交通が円滑に機能するため、市内幹線的な道路整備を進める。

駅や公共公益施設、インターチェンジなどへのアクセスを強化する道
路整備を進める。

市街地における市民が求める新たなバスサービスを反映した循環バス
の導入を促進。

羽田や成田空港、並びに東京都内や横浜などの周辺都市、又は京都や
大阪など幅広く活用されている高速バスの拡充を検討。

東京湾に面した本市の地理的特性を生かし、他都市や観光スポットを
接続した海上交通の活用について、21世紀の船出プロジェクト*など
を参考としながら検討する。

中心市街地の回遊性向上のため、循環バスの導入を検討。

中心市街地における人と物との混在による混雑の緩和や、安全性の向
上のため、端末物流対策の一つとして荷捌き駐車スペースの確保を地
元の意向などに応じて促進。

トランジットモール*の
実施（千葉都心など）

新しい交通システム
の導入（幕張新都心）

拡大地区新駅の整備
（幕張新都心）

寒川新駅の整備（蘇
我副都心）

総武線の蘇我駅乗り
入れ（蘇我副都心）

回遊性の高いまちを
支える交通環境づく
り

魅力ある中心市街地を形成するため、中長期的なトランジットモール*
の実施に向けた検討を行う。

幕張新都心へのアクセス向上のため、JR総武線間を結ぶ連節バスの強
化や、新しい交通システム（LRT*、BRT*など）の導入について、新
都心の発展状況に応じて検討。

幕張新都心拡大地区のまちづくりの進捗にあわせ、新駅の設置を促進。

公共交通を活用したまちづくりを支援するため、副都心の整備状況に
即してJR京葉線寒川付近に新駅の設置を促進。

蘇我副都心へのアクセス向上のため、総武線の蘇我駅乗入れを検討。

歩いて、また乗って楽しいまちづくりのため、モノレールの新型車両
や新しい交通システムの導入など交通手段の魅力向上とともに、景観
や沿道環境と連携した交通環境づくりを促進。

※現状で考えられる施策を抽出しました。今後、実現に向けては交通事業者など関係者との調整が必要です。
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第6章� 取組みの推進にあたって�

交通ビジョンが目指す、過度に自動車に頼らずに誰もが快適に移動できる社会を実現するためには、

行政・交通事業者・地域（利用者）がそれぞれの役割と責務を認識し、継続的な連携・協力のもとに取

り組むことが必要となります。このため、三者の役割と連携について明らかにするとともに、今後の具

体的な取組みの進め方について記述します。

（1）各主体の役割と連携

1）役割

ア　行政

（ア）各主体の取組みや連携に対する支援

公共交通機関（手段）が利用しやすいものとなるよう、各交通事業者と連携しながら公共交通ネ

ットワークの充実を目指します。そのためには、各交通事業者や地域（利用者）の主体的な取組み

を後押しするとともに、交通事業者同士や利用者と交通事業者など、複数の主体間の連携が図られ

るよう、積極的に調整します。

（イ）交通結節点の改善

様々な交通機関が集積する交通結節点における利便性向上のため、交通事業者の協力のもと、乗

継ぎのシームレス化*に向けた改善を図ります。

（ウ）地域ニーズの把握と情報の共有化

行政に寄せられる市民からの要望や提案から地域のニーズを的確に把握するとともに、交通事業

者などの関係者への積極的な情報提供により、情報の共有化を図ります。

（エ）地域（利用者）に対する啓発

過度に自動車に頼らない社会の実現のため、公共交通の利用促進などについて地域（利用者）に

対して継続的な啓発を行います。

イ　交通事業者

（ア）地域ニーズを満たす輸送サービスの提供

公共交通は地域相互を結ぶ都市のライフラインであり、安定して安全で快適な輸送サービスを提

供することが不可欠です。そのために、交通事業者は必要な投資を行い、地域のニーズの的確な把

握や、ユニバーサルデザインの考え方に基づく施設整備などにより、すべての人々にとって利用し

やすいものにしていく必要があります。

（イ）事業者間の連携・協力の強化

鉄道とモノレール、鉄道・モノレールとバスなど、複数の公共交通手段間のスムーズな乗継ぎを

実現するためには、乗継ぎ拠点の改善やダイヤの連携、ICカードの相互利用や乗継運賃制度の導入

など、事業者間の連携・協力が不可欠です。各事業者の一層の連携・協力のもとに公共交通ネット

ワーク全体としての機能強化を図ることが重要です。

ウ　地域(利用者)

（ア）自動車利用の抑制と公共交通の積極利用
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公共交通は、少子・超高齢社会への対応や環境負荷の低減のために必要な、地域社会を支える市

民皆の乗り物です。地域（利用者）は、その存在意義を理解し、過度に自動車に頼らずに公共交通

を積極的に利用することが重要です。

また、コミュニティバスなど、需要の少ない地域に密着した公共交通については、事業収入によ

って維持することが極めて難しい状況を理解し、自らが地域の公共交通を支えるという自覚に基づ

き、特に積極的な利用に努めることが必要です。

（イ）継続的な意識啓発

市民が公共交通の意義や重要性についての認識を共有するとともに、地域社会における公共交通

のあり方を関係者とともに考え、例えばコミュニティバスなどの運営に参画するなど、公共交通に

主体的に関わることへの市民相互の理解が必要です。また、未来を担う子どもたちにも公共交通の

意義や重要性を伝えることにより、将来にわたり公共交通を支える地域社会を育むことが必要です。

2）連携

前述の三者のそれぞれの役割を認識しつつ、三者の連携をより深めるため、三者をはじめとする関係

者の参画による交通政策推進組織の創設などが必要と考えます。

（2）具体的な取組みの進め方

1）「総合交通ビジョン推進計画（仮称）」の策定

交通ビジョンは、本市の今後の交通政策に関する取組みの方向性を示したものです。

今後は、交通ビジョンの方向性に基づくより効果的・効率的な取組みの展開を図るため、「総合交通

ビジョン推進計画（仮称）」を策定します。この中で、第5章で総合的に示した各個別施策について、緊

急性・実施効果・実現までのプロセスなどを踏まえた優先度に基づき、全体的な推進スケジュールなど

を示します。

なお、策定にあたっては、第5回東京都市圏パーソントリップ調査（平成20年度）の調査成果や現在

行っている都市計画道路網の見直しなどを踏まえることとし、その内容を必要に応じ、次期5か年計画

（平成23～27年度）に反映します。ただし、特に緊急性の高い施策などについては、策定の有無にか

地域�
（利用者）�

行�政� 交通事業者�

ニーズ把握、情報公開、�
啓発、理解など�

要望、施設改善、�
応分の負担など�

支援、要望、�
情報の共有など�

関係者の対話、情報交換などによる合意形成�

連携・協働�

交通政策推進組織などによる連携強化�
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かわらず早期実施を図ります。

2）個別計画の策定

現在取り組んでいるもののほか、「総合交通ビジョン推進計画(仮称)」を受け、新たに取り組む施策に

ついては、必要に応じ、個別計画(道路整備、公共交通活性化、交通結節点の改善、渋滞対策、自転車の

利用促進、地域別交通など)を策定し、具体的な取組みを推進します。

策定にあたっては、交通ビジョンを踏まえた各計画間の整合・連携に十分留意するとともに、状況に

応じて総合交通戦略*や地域公共交通総合連携計画*など、まちづくりと一体となったパッケージ型の計

画を策定します。また、実現可能性の検証にあたっては、社会実験などのトライアルも積極的に活用し

ます。

3）PDCAサイクルに基づく進行管理

取組みの推進にあたっては、地域（利用者）・交通事業者など関係者との適切な連携のもと、PDCA

（Plan-Do-Check-Action）サイクルに基づく進行管理を行います。また、情報公開や市民参加など、

各段階における透明性の確保を図ります。

4）庁内の連携・協力体制の強化

「総合交通ビジョン推進計画（仮称）」の策定や、個別計画間の整合・連携を十分に図るため、交通政

策担当組織の見直しも含めた庁内の連携・協力体制の強化を図ります。

【具体的な取組みの進め方のイメージ】

5）交通ビジョンの見直し

今後の社会経済情勢の変化や本市の都市づくりの方針転換、新たな市民ニーズなど様々な要因の変化

に基づいて、適宜、見直しを行います。

市�

民�

個別計画（アクションプラン）�
・関係者の連携＋ＰＤＣＡサイクルに基づく進行管理�
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地域�
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・次期5か年計画�

活用�

反映�

・第5回東京都市圏PT調査�
・都市計画道路網の見直しなど�

総合交通ビジョン推進計画（仮称）�
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参考資料�

（1）策定経過

ア　策定までの流れ

年　度

平成13年度
平成15年度
平成18年度

平成19年度

月

－
8月～
9月
10月

19年3月

5月

6月
7月
9月

11月

概　　　要

総合交通政策のあり方に関する基礎調査実施
庁内検討プロジェクト設置、検討を重ねる
交通ビジョン（骨子案）の概定
骨子案に対する意見募集（市民・交通事業者）
交通ビジョン（素案）の作成
交通ビジョン検討委員会の市民公募
交通ビジョン（素案）の決定
第1回交通ビジョン検討委員会（5/24）
第2回交通ビジョン検討委員会（6/29）
第3回交通ビジョン検討委員会（7/25）
交通ビジョン（案）の決定・公表
パブリックコメント実施（9/15～10/15）
交通ビジョンの策定

区　　　分

学識経験者

各種団体

市民代表

関係行政機関

交通事業者

都市・
交通計画
環　　境
福　　祉

氏　　　名

芦沢　哲蔵 ※会長

轟　　朝幸
岡本　眞一
山本　美香

市川　直樹 ※副会長

山谷　恒樹
中谷　きよ
永田　利臣
安達　満夫
（長井　巧）
佐久間　美紀
闍梨　和成
原田　正隆
光延　忠彦
中原　恒寛
原　　俊彦
（竹林　秀基）
今満　博
伊藤　博
加藤　廣
闍倉　功

役　　職　　等

帝京平成大学大学院情報学研究科教授
日本大学理工学部社会交通工学科准教授
東京情報大学総合情報学部教授
淑徳大学総合福祉学部専任講師
千葉商工会議所常議員（㈱飴安商店代表取締役）
千葉青年会議所専務理事
千葉市女性団体連絡会会長
千葉市社会福祉協議会副会長

千葉市町内自治会連絡協議会会長

公募委員
公募委員
公募委員
公募委員
国土交通省関東運輸局企画観光部交通企画課長

国土交通省関東地方整備局企画部広域計画課長

千葉市警察部総務課長
千葉都市モノレール㈱運輸事業本部長
（社）千葉県バス協会常務理事
千葉県タクシー協会千葉支部事務局長

イ　千葉市総合交通ビジョン検討委員会

（ア）委員等名簿

■委員（19名） 敬称略、（ ）は前任者

■オブザーバー（2名） 敬称略、（ ）は前任者

区　　　分

交通事業者

氏　　　名

川合　正敏
（椿　浩）
萩原　進也
（原　圭介）

役　　職　　等

東日本旅客鉄道㈱千葉支社総務部長

京成電鉄㈱鉄道本部計画管理部課長
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（イ）設置要綱

千葉市総合交通ビジョン検討委員会設置要綱

（設置）

第1条　千葉市総合交通ビジョン（以下「交通ビジョン」という。）の策定に関し、交通ビジョ

ンのより一層の充実を図るため、千葉市総合交通ビジョン検討委員会（以下「検討委員会」と

いう。）を設置する。

（所掌事務）

第2条　検討委員会は、交通ビジョン策定に関する事項について審議し、市に意見を述べる。

（組織）

第3条　検討委員会は、委員20人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

（1）学識経験者

（2）経済、福祉、まちづくりなどに関する団体関係者

（3）市民（公募を含む。）

（4）関係行政機関

（5）交通事業者

3 委員の任期は、交通ビジョン策定の日までとする。

（会長及び副会長）

第4条　検討委員会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により、副会長は会長の指名に

より、これを定める。

2 会長は、会務を総理し、会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。

（オブザーバー）

第5条　検討委員会にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、検討委員会の所掌事務について専門的な知識又は経験を有する者とする。

3 オブザーバーは、会長の求めに応じて検討委員会に出席し、専門的見地から審議に関する

助言又は協力を行うものとする。

（会議）

第6条　検討委員会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

（庶務）

第7条　検討委員会の庶務は、企画調整局企画課総合交通政策室において処理する。

（補則）

第8条　この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が検討委員

会に諮って定める。

附　則

この要綱は、平成19年5月24日から施行し、交通ビジョン策定の日をもって効力を失うもの

とする。
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ウ　市民意見の把握

（ア）策定にあたり実施した、または参考とした調査 ※内容については本編20・21ページ参照

・総合交通政策のあり方に関する基礎調査（平成13年度）

・バス交通対策基本調査（平成14年度）

・千葉市第2次5か年計画策定基礎調査（平成16年度）

（イ）千葉市総合交通ビジョン（骨子案）に関する意見募集

A．募集期間　平成18年10月16日（月）～11月15日（水）

B．募集方法　郵送、ファクシミリ、電子メール及び持参

C．募集結果　提出者数16人、意見数126件

（ウ）パブリックコメント

A．募集期間　平成19年9月15日（土）～10月15日（月）

B．募集方法　郵送、ファクシミリ、電子メール及び持参

C．募集結果　提出者数20人、意見数76件

（2）関連計画の概要

■千葉市新総合ビジョン（平成12年3月策定）～本市の21世紀の市政運営の指針～

新総合ビジョンは、21世紀を展望した市政の基本理念や基本目標を掲げた「基本構想」と2015年

を目標年次とする中長期的な都市づくりの基本的方向性を示した「ちば・ビジョン21」で構成されて

います。

「基本構想」では、その基本目標を『人とまち　いきいきと幸せに輝く都市』とし、「ちば・ビジョン

21」では、2015年までの都市づくりの目標を「やすらぎをはぐくみ　未来を支える都市づくり」と

しました。

また、目指す将来像や将来像実現のための方向を次のとおりとしました。

【将来像】

①自然と共生する快適空間の広がる都市

②心が通い合う健やかな福祉社会が形成された

都市

③次世代に引き継げる生活環境の整備された都

市

④可能性をはぐくむ国際性豊かな文化的環境に

包まれた都市

⑤時代を拓く多彩な産業社会の実現された都市

⑥いきいきと活動できる地域社会を支える都市

【将来像実現のための方向】

①緑と水辺に恵まれた多自然都市を創る

②地球と共に生きる循環型都市を創る

③安心して暮らせる健康福祉のまちを創る

④生活環境のゆとりと安全を確保する

⑤都市の機能と表現を豊かにする

⑥豊かな心をはぐくむ学びの場を広げる

⑦様々な交流から新しい文化を創造する

⑧躍動し賑わいを生む産業を展開する

⑨参加と協働の社会を創る

⑤都市の機能と表現を豊かにする

都市活動を支える拠点が機能性を高め、そして連携し、都市全体の活力や表現を豊か

にするよう、千葉都心、幕張新都心及び蘇我副都心をはじめとする各拠点等の整備を推

進し、これらを結ぶ鉄道・道路などの交通体系の確立を図ります。また、計画的な市街

地整備、既成市街地の機能更新など良好な市街地環境の整備を進め、機能的で表情豊か

な都市を創造します。



■千葉市都市計画マスタープラン（平成16年6月策定） ～本市の都市計画の方針～

「都市計画」は、都市の形成を計画的に整備・誘導し、健康で文化的な都市生活や機能的な都市活動

を確保するため、都市計画法において規定され、都市づくりを行う上で重要な役割を担っています。本

市では、都市づくりの目標を『やすらぎをはぐくみ　未来を支える都市づくり』とし、目標達成のため、

3つの全体方針と目指す将来都市構造を定めています。

【将来都市構造】

①拠点

首都圏における広域的な拠点となる業務核都市として役割を充分に発揮しながら、行政、商業・業

務、就業、文化など県都としての中枢的な役割を果たすため、千葉都心と幕張新都心の整備、蘇我副

都心の育成・整備を図ります。

また、主要な鉄道駅周辺で商業施設が集積する生活拠点の育成・整備や、本市の産業振興に資する

産業拠点の維持・整備を図ります。

②ゾーン

将来に向けて持続的な成長が可能な都市とするため、3つのゾーンニングに基づいて、都市的土地

利用をできるだけ集約し、コンパクトな広がりとしながら、自然や農業等の土地利用とのバランスの

とれた土地利用を図ります。

③軸

広域都市間や市内各拠点間での連携・交流を図る上での根幹をなすとともに、千葉都心、幕張新都心、

蘇我副都心などの拠点を連携し育成を図るための交通網として、環状・放射の交流軸を形成します。
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【3つの全体方針】

①多様な交流と賑わいを育む活力ある都市づくり

②環境と共生する緑豊かな住みやすい都市づくり

③安全・安心で心地よさを実感できる地域の特性を活かしたまちづくり
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■千葉都市計画　都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（平成19年3月策定）

～広域的な観点から千葉県が定める都市計画の方針～

千葉県では都市づくりの基本理念を次のように定めています。

■『良好な市街地及び便利で快適な都市交通をいかに実現・運営するべきか』とりまとめ

（平成15年4月）

（社会資本整備審議会　都市計画・歴史的風土分科会都市計画部会都市交通・市街地整備小委員会）

社会経済の動向や市街地及び都市交通の課題を踏まえ、今後の都市政策及び市街地整備・都市交通の

基本的方向を次のように考えています。

人口安定期への移行や少子・高齢化の進展、人々の価値観やライフスタイルの多様化等、

社会経済情勢の変化に対応した都市計画の取組みが急務となっている。

このような状況にあって、今後の都市づくりにおいては、多様な世代が、生き生きと豊か

に暮らすことのできる生活環境の整備が求められており、バリアフリーやユニバーサルデザ

インに配慮しながら、「徒歩生活圏」の形成を図り、安心、快適でコンパクトな市街地の形成

を目指していく必要がある。

また、市街地の質的な改善や充実、防災性の向上がますます重要となっており、今後の道

路、公園、下水道などの社会資本の整備や市街地の再整備にあたっては、費用対効果などを

踏まえ、既成市街地を中心に効率的、重点的な取組みが重要となる。

さらに、人々の生き生きとした暮らしの実現を図り、都市観光の振興や他地域との活発な

交流を促進するため、歴史、文化など地域特性を生かし、景観や環境に配慮した魅力ある市

街地の形成を図る必要がある。

【今後の都市政策の方向】

・地球温暖化問題などに対応するとともに、社会的・文化的な意味も含めた持続可能な都市

づくりが必要です。

・人口減少を人々が豊かに活き活きと暮らせる魅力ある都市環境が実現できる好機と捉え、

都市政策の転換が必要です。

・新たな社会資本整備投資額の減少に対応して、投資の重点化・効率化が必要です。

【市街地整備・都市交通の基本的方向】

・目指すべき都市像、市街地像は、都市毎に市民合意のもとに共有されるものです。

・拡散型都市構造をコンパクトで多様な機能を有する市街地に改編し、都市生活者の視点か

ら生活空間を誰もが住みやすく造り替えることが必要です。

・市街地整備・都市交通施策の重点を新市街地から既成市街地に移すことが必要です。

・実際に移動する人のアクセシビリティを優先し、環境負荷の小さい都市交通が実現するよ

う、都市交通政策を転換することが必要です。
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（3）千葉市の概況・交通に関するデータ
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※H17までは実績値、それ以降は推計値。 （出典：国勢調査、千葉市第2次5か年計画など）
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図B 千葉市の高齢世帯数

図A 千葉市の人口と世帯数

※高齢世帯とは、高齢者単身世帯と高齢夫婦世帯の合計を指す。（出典：国勢調査）

図C 千葉市内の大規模住宅団地などの開発状況

（出典：千葉市都市計画マスタープラン）
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表a 千葉市内のDID面積と区域内人口

昭和55年

60年

平成2年

7年

12年

92.9

97.9

111.0

112.6

116.5

634,732

672,545

728,308

754,535

790,574

34.4

36.2

40.8

41.4

42.9

85.0

85.2

87.8

88.1

89.1

（出典：国勢調査）

図D 千葉市内の商業事業所数と従業者数
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（出典：商業統計調査）

（出典：商業統計調査）

（出典：工業統計調査）

図E 千葉市内の事業所の年間商品販売額

図F 千葉市内の工業事業所数と従業者数
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（出典：工業統計調査）

図G 千葉市内の製造品出荷額と付加価値額
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（出典：千葉市調査）

図H 千葉市の年間入込み客数

注）環境基準：環境基本法に基づき政府が定める目標。環境目標値：千葉市が「千葉市環境基本計画」において定める目標値。
一般局：一般環境大気測定局（20局、平成14年度は19局）、自排局：自動車排出ガス測定局（7局）

（出典：千葉市自動車公害防止計画）

表b 環境基準・環境目標値達成状況

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17

市税収入（百万円）� 市債発行額（百万円）�

172,278
156,950
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65,115
46,196
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（出典：千葉市統計書ほか）

図I 千葉市の市税収入と市債発行額
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（出典：千葉市調査）

図J 千葉市内を走行するバスの系統数
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図K 千葉市内のタクシー台数

 

12 12

2
1

12

79

11

13

147

7

93

35 3

335

11

1352

2

千葉市発着の交通需要より推計� 単位：千台／日�

86

千葉市通過の交通需要より推計�

63

東金方面�

成田方面�

東葛方面�

船橋・東京�

内房方面�

外房方面�

千葉市�

（平成11年道路交通センサスデータより作成）

図L 発着交通と通過交通
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図M 区別発生交通手段分担率（平成10年）
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図N 交通事故発生件数に占める年代別比率

（千葉市警察部資料より作成）
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（4）日本の社会経済情勢に関するデータ
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※S30～H17までは実績値、それ以降は推計値（出典：国勢調査、日本の将来推計人口〔中位推計〕）
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（5）用語解説

五十音順

あ行

アセットマネジメントシステム

社会整備資本のライフサイクルコストを考慮した、更新時期の平準化、維持管理から更新までのトー

タルコスト縮減を図るための総合的なマネジメントシステムのこと。

エコドライブ

二酸化炭素(CO2)や自動車の排出ガスを減らすため、環境に配慮して自動車を運転すること。具体的

には、アイドリングストップや、急発進・急加速をしないこと、迷惑駐車をしないこと、公共交通機関

を利用することなど。

か行

京都議定書

平成9年に開催された地球温暖化防止京都会議で採択された各先進国に温室効果ガスの削減を義務付

ける議定書のこと。

経常収支比率

財政構造の弾力性を示す指標で、経常経費に充てた一般財源の、経常一般財源に対する割合のこと。

一般的に都市では75%程度が妥当といわれています。

公共車両優先システム（PTPS）

バスなどの公共車両が優先的に通行できるように支援するシステムのこと。バス専用・優先レーンの

設置や、違法走行車両への警告、優先信号制御などを行い、定時性・安全性の確保による利用者の利便

性向上や公共輸送機関の利用促進効果が期待できます。PTPSはPublic Transportation Priority

Systemの略。

混雑率

鉄道の混雑度を示す数値で、輸送人員÷輸送力で算出される。混雑度の目安は次のとおり。

100% 定員乗車(座席に着くか、吊革につかまるか、ドア付近の柱につかまり、ゆったり乗車できる)。

150% 肩がふれあう程度で新聞は楽に読める。

180% 体がふれあうが、新聞は読める。

200% 体がふれあい相当圧迫感があるが、週刊誌程度なら何とか読める。

250% 電車がゆれるたびに身体が斜めになって身動きができず、手も動かせない。

さ行

サイクル&ライド

都心部などの渋滞緩和や環境負荷の低減のため、自転車を利用して駅やバス停の近くの駐輪場に駐車

し、公共交通機関に乗り換えて目的地へ向かう交通形態。

実質公債費比率

地方公共団体の標準的な財政規模に対し、地方債の元利償還金や債務負担行為の償還などの実質的な

債務返済の割合を表した指標。平成18年4月の地方債協議制導入に伴い、国が新たに設定した指標。
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シームレス化

シームレスとは「継ぎ目のない」という意味。すなわち交通のシームレス化とは、乗継ぎや車両の乗

降といった移動に関するあらゆる「継ぎ目」を解消し、円滑な移動を確保すること。

主要渋滞ポイント

特に渋滞の著しい箇所として「千葉県第3次渋滞対策プログラム」で位置づけられ、対策事業が進め

られているポイント。DID*地区内においては最大渋滞長が1km以上もしくは最大通過時間が10分以上

の箇所、DID*地区外においてはそれぞれ500m以上、5分以上の箇所が対象となる。

総合交通戦略

地方公共団体や公共交通事業者などの関係者が一体となって、期間内に達成すべき政策目標とその実

現に必要な都市交通施策を組み合わせて策定する短期・中期計画。地方公共団体・道路管理者・警察・

交通事業者・地元団体などの関係者で構成される協議会などを組織し、立案・策定を行う。

た行

代表交通手段

出発地から目的地までの一連の移動の中で、いくつかの交通手段を乗り換えた場合、その中の主な交

通手段のこと。主な交通手段の集計上の優先順位は鉄道が最も高く、次いで②バス③自動車④二輪車⑤

徒歩の順となっている。

地域公共交通総合連携計画

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第5条に基づく計画で、地域公共交通の活性化・再生を

総合的かつ一体的に推進するための計画。関係する公共交通事業者・道路管理者・公安委員会・利用者

などで構成する協議会の協議を経る。

千葉市交通バリアフリー基本構想

「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」（通称交通バリ

アフリー法）に基づき、今後の千葉市域における交通バリアフリーに関する目標や基本的方向を示すと

ともに、重点整備地区（16地区）や移動経路の設定など、具体的な施策を明らかにしたもの。平成13

年11月策定。

千葉都市モノレール検討調査委員会

経営難に陥った千葉都市モノレールを市民・県民の健全な公共交通機関として機能させるため、既開

業区間及び延伸計画区間の運営と計画について評価と提言を行うことを目的に、千葉県・千葉市が平成

14年に設置した関係分野の専門家による委員会。同年11月に提言を取りまとめた。

なお、同提言の実施状況の評価と助言を行うため、「千葉都市モノレール評価・助言委員会」が平成

15年に設置され、平成16年3月に報告を行っている。

【千葉都市モノレール検討調査委員会提言（概要）】

1 基本的な考え方

本提言に述べる改善策の実施のみならず、事業の存続の是非など、残された課題に対する検討

が不可欠。

2 モノレール事業

（1）既開業区間

さらなる費用縮減と利用増進策の実施（減価償却費・人件費など経費縮減、県庁前駅をはじめ

とする各駅における利用増進、パーク&ライド検討、割引料金・企画乗車券の拡充、駅付近へ
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デマンドバス

基本路線以外に利用者がいる場合、連絡を受けたらその場所へ迂回する弾力的な利用サービスを行う

バスのこと。

トランジットモール

一般の自動車交通を排除し、バスや路面電車など公共交通機関だけが通行できるようにしたモール

（歩行者用に造られた道路）のこと。

な行

21世紀の船出プロジェクト

八都県市（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、さいたま市及び千葉市）と民間と

の協働による首都圏活性化の取組み。旅客船による新たな航路の運行実験などの「東京湾での新たな船

の諸機能立地誘導など）

（2）延伸計画区間

ア　既開業区間の経営改善手法の適用可能性の検討

イ　単線化や低費用駅舎など費用を大幅に縮減できる方法の実現可能性の確認

ウ　延伸部分のルートの再検討

3 モノレール事業の実施体制

（1）千葉都市モノレール㈱が経営改善策を次々に実施していけるための経営体制強化

（2）県・市による総合政策的な推進体制構築

（3）国の公的支援の拡充

（4）モノレール事業支援に関する県民・市民のコンセンサスづくりと負担限度の確認、住民による

直接支援の仕組みづくりの検討

（5）本提言の実施状況の評価と助言を行う第3者機関の設置

4 残された課題

（1）モノレール事業の存廃に関する検討

（2）公的負担を制度化したモノレールの存続方式に関する検討

（3）公的負担のあり方に関する検討

【千葉都市モノレール評価・助言委員会報告（概要）】

1 県・市・会社それぞれの経営改善アクションプランの実施とともに、長期的視点に立ってモノ

レールを生かしたまちづくりを進めるべき。また県庁前駅での利用者増が千葉～県庁前間の休

止、廃止・撤去に大きく関わることを認識し、可能な対策を施すべき。

2 延伸には経営上のリスクがある上、道路混雑緩和や所要時間短縮などの効果は見込まれるもの

の交通量としてはバス輸送でも代替できるので、延伸計画は廃止し、今後の千葉都市モノレー

ル事業においては既開業区間の改善に専心し、延伸区間についてはバス輸送の改善を図るべき。

3 これらを講じた上で、以下の手順で会社再建を図るべき。

（1）債務超過・破綻処理の原因と責任の明確化と、再建策に関する県市民の理解と承認を得ること。

（2）千葉～県庁間の休止及び将来の廃止・撤去に関する判断。

（3）安全性重視、効率的・積極的経営、県市民の声が届く経営という条件を満たす再建策の確定。

（4）路線分離方式を基本としつつ、上下分離方式を加味した最適な再建策を得ること。
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上エンターテイメント」、海上・陸上交通の連動で首都圏全域での回遊性を高める「広域周遊モデルコ

ースの提案」などの5つのプロジェクトを試行し、東京湾を人の移動や観光振興に活用し、首都圏の活

性化を図るもの。

は行

パーク&ライド

都心部などの渋滞緩和や環境負荷の低減のため、自動車を利用して都心部周辺の駅やバス停の近くの

駐車場に駐車し、公共交通機関に乗り換えて目的地へ向かう交通形態。

バス&ライド

都心部などの渋滞緩和や環境負荷の低減のため、バスを利用して鉄道・モノレールなどに乗り換えて

目的地へ向かう交通形態。

バスロケーションシステム

バス待ちの不快感を改善するため、バス停で運行状況を利用者に知らせるシステムのこと。

ボトルネック

ビンの口が流量を制限していることから転じて、交通の流れを制限している小さな道や交差点などの

こと。

ま行

モビリティマネジメント

例えば、過度な自動車利用から公共交通や自転車などを適切に利用する方向に、個別に公共交通の情報

提供を行うことや交通行動のチェックをしてもらうことなどにより、自発的な変化を促す交通施策のこと。

アルファベット順

B

BRT（Bus Rapid Transitの略称）

専用レーンや連節バス、公共車両優先システムなどを活用して、定時性・速達性・快適性を高めた高

速バス輸送システムのこと。

D

DID（人口集中地区）

国勢調査において設定される統計上の地区のこと。人口密度が4,000人/km2以上の基本単位区が互

いに隣接して人口5,000人以上の集団を構成する地区を言う。

L

LRT（Light Rail Transitの略称）

騒音が少なく、静かで、低床式で乗り降りがしやすいといった特長をもつ、昔ながらの路面電車を一

新した乗り物のこと。
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T

TDM（交通需要マネジメント）

車の利用者の交通行動の変更を促すことにより、都市または地域レベルの道路交通混雑を緩和する手

法の体系のこと。海外ではTransportation Demand Managementと呼ばれ、その頭文字TDMが国

際的に用いられている。
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